
江
西
提
督
金
聾
桓
と
そ
の
反
範

同
年
中
に
ほ
ぼ
華
北
一
脅
か
」
定
め
、

湖
贋
の
大
半
を
略
定
し
、
三
年
に
は
一
隅
建
・
贋
東
・
四
川
の
一
部
が
そ
の
版
園
に
入
っ
た
。
こ
の
時
貼
で
、
西
南
中
園
で
は
桂
王
政
権
が
抵
抗

を
績
行
し
て
い
る
も
の
の
、
清
朝
の
中
園
統
一
の
形
勢
は
決
定
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

は

じ

め

に

一
江
西
略
定
以
前
の
金
聾
桓
の
事
跡

二
江
西
略
定
の
過
程

付

江

西

北

西

部

口

江

西

東

部

同

江

西

中

西

部

伺

江

西

南

部

三
金
融
茸
桓
と
清
朝
の
江
西
へ
の
施
策

付
王
鐙
忠
と
の
争
い

口
孫
之
織
と
の
確
執

t主

め

じ

順
治
元
年
(
一
六
四
四
)
入
闘
し
た
清
朝
は
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渡

遺

修

国
江
西
略
定
後
の
官
兵
布
置

四
金
融
茸
桓
の
反
乱
の
始
末

付

反

蹴

の

原

因

口

反

乱

の

経

過

同
金
・
王
の
動
向

附

江

西

西

北

部

同

江

西

東

部

ω
江

西

中

西

部

同

江

西

南

部

お

わ

り

に

- 87ー

翌
年
李
自
成
、

一
隅
王
の
政
権
を
倒
し
て
断
江
・
江
西
・



518 

清
朝
は
こ
の
時
期
か
ら
基
盤
を
確
立
す
る
た
め
、
内
治
を
重
覗
し
は
じ
め
る
。
そ
の
方
針
の
一
つ
と
し
て
、
明
末
の
混
凱
の
中
で
兵
力
を
背

景
に
力
を
の
ば
し
て
き
た
漢
人
武
将
(
と
く
に
清
の
入
関
以
降
こ
れ
に
来
隠
し
た
武
持
。
清
朝
も
入
関
山
晶
初
は
中
園
支
配
を
す
す
め
る
た
め
、
彼
等
を
優
遇
し

(
1
)
 

こ
の
匪
力
へ
の
不
満
を
明
ら
か
に
し
た
幾
人
か
の
漢
人
武
絡
が
罪
を
き
せ
ら
れ
殺
さ
れ
る
。
ま

か
か
る
反
飽
は
、

た
)
へ
の
抑
藍
が
強
ま
る
。

順
治
四
年
に
は
、

た
一
部
の
者
は
桂
王
政
権
や
李
自
成
・

張
献
忠
の
儀
部
と
連
絡
を
と
り
つ
つ
、
清
に
叛
旗
を
翻
す
。

一
時
的
に
は
勢
力
を
振

っ
て
も
、
結
局
大
勢
を
挽
回
で
き
ず
個
別
に
撃
破
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

い
た
「
逆
臣
」
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
。

筆
者
は
か
ね
て
か
ら
明
末
清
初
の
動
範
期
に
お
い
て
漢
人
武
絡
の
果
し
た
役
割
に
注
目
し
、
中
で
も
い
っ
た
ん
清
に
来
蹄
し
な
が
ら
再
び
叛

「
逆
臣
」
が
な
ぜ
「
逆
臣
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
を
追
求
す
る
事
に
よ
っ
て
清
朝
の
武
官

へ
の
針
躍
が
理
解
で
き
、
さ
ら
に
清
の
統
一
が
ど
の
よ
う
に
完
成
し
た
か
を
知
る
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
う
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
先
の
菱
理
(
「
大
同
線
兵
美
磁
と
そ
の
反
乱
」

『
史
苑
』
必
|
1
、
一
九
八
八
〉
に
績
い
て
同
じ
「
逆
臣
」
の
金
聾
桓
を
取
り
上
げ
て

金
の
反
凱

- 88-

前
の
動
向
や
反
凱
の
鰹
過
等
を
紹
介
し
つ
つ
清
初
の
漢
人
武
絡
の
位
置
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

な
お
本
稿
も
前
掲
拙
稿
と
同
じ
く
軍
事
行
動
関
係
の
記
述
が
多
い
。

『
順
治
貫
録
』
等
や
各
州
牒
の
地
方
志
の
記
事
を
根
擦
に
し
た
が
、
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
多
く
の
注
を
省
略
し
た
貼
を
了
承
さ
れ

そ
れ
ら
は
『
明
清
史
料
』
・
『
=
一
藩
紀
事
本
末
』

・
『
小
川
駅
紀
年
刑
孜
』
・

"-、。

φ
ム
ド

B
V

江
西
略
定
以
前
の
金
援
桓
の
事
跡

金
聾
桓
は
明
末
遼
陽
で
生
ま
れ
、
天
啓
元
年
(
一
六
一
一
一
)

清
の
太
租
が
遼
東
を
征
服
し
た
際
に
家
族
と
脱
出
、
皮
島
の
毛
文
龍
の
部
下
と

毛
の
死
後
は
放
順
に
駐
し
た
黄
龍
の
下
で
都
司
と
な
る
。
後
、
明
に
叛
い
た
孔
有
徳
が
、
崇
禎

(
2
)
 

寅
際
に
は
事
態
を
観
望
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
同

な
り
毛
士
垣
(
桓
?
)
と
名
の
っ
て
い
た
が

六
年
(
一
六
三
四
)
清
に
投
じ
た
際
は
、
孔
を
討
つ
ベ
く
向
可
喜
(
都
司
)
と
出
陣
し
た
が
、

年
七
月
、
清
が
按
順
を
製
う
と
金
は
単
身
関
内
へ
逃
れ
、

や
が
て
有
力
な
武
将
左
良
玉
の
部
下
と
し
て
各
地
を
縛
戦
す
る
。
十
二
年
頃
に
副
将



と
な
り
、
十
六
年
末
広
は
徐
州
副
総
兵
と
し
て
附
近
の
盗
を
討
つ
。

(
3〉

つ
い
で
湖
贋
巡
撫
何
騰
較
の
推
薦
で
援
勅
綿
兵
の
衝
を
受
け
る
(
嘗
時
彼

の
部
下
と
し
て
金
成
功
〔
磁
桓
の
兄
か
〕

・
劉
一
鴻
〔
恐
ら
く
劉
一
勝
〕
の
名
が
見
え
る
)
。
翌
年
(
一
六
四
四
)
夏
に
は
史
可
法
に
麗
し
准
陽
に
在
っ
た

が
、
十
月
、
左
良
玉
や
何
騰
較
の
駐
す
る
湖
底
に
移
動
し
た
。

賞
時
左
良
玉
は
一
隅
王
政
権
を
牛
耳
っ
て
い
た
馬
土
英
ら
と
合
わ
ず
、
順
治
二
年
(
弘
光
元
年
、
一
六
四
五
〉
一
一
一
月
、
馬
ら
君
側
の
好
を
討
つ
と

稽
し
て
奉
兵
、
長
江
を
下
っ
た
。
左
良
玉
は
準
軍
途
中
九
江
で
病
死
し
、
子
の
夢
庚
が
部
下
と
安
徽
に
進
ん
だ
が
、
資
得
功
に
敗
れ
再
び
九
江

へ
退
く
。
そ
こ
へ
ア
ジ
ゲ
の
率
い
る
清
軍
が
到
り
、
夢
庚
は
こ
れ
に
降
る
。
同
じ
頃
南
京
の
一
幅
王
政
権
も
ド
ド
の
軍
の
前
に
瓦
壊
し
、
江
蘇

・

安
徽
・
湖
底
(
湖
北
)
の
大
半
は
清
領
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

清
朝
の
看
親
の
下
に
徐
生
を
迭
ら
さ
れ
る
。

ド
ド

・
ア
ジ
ゲ
に
降
っ
た
漢
人
武
将
の
う
ち
左
夢
庚

・
劉
津
清
ら
高
い
官
位
と
多
く
の
部
下
を
擁
し
て
い
る
者
は
兵
擢
を
奪
わ
れ
、
北
京
で

よ
り
地
位
の
低
い
綿
兵
・
副
時
中
に
は
主
将
と
北
京
へ
魁
く
者
、
こ
れ
を
機
に
蹄
農
す
る
者
も
あ

左
の
部
下
で
は
線
兵
直
光
租
と
李
園
英
(
後
四
川
巡
撫
)
が
北

- 89ー

多
く
は
そ
の
ま
ま
清
朝
下
の
官
兵
(
所
謂
録
管
)
に
組
み
込
ま
れ
る
。

〈

4
〉

京
へ
北
上
、
他
は
左
良
玉
以
来
の
任
地
の
湖
贋
に
配
さ
れ
た
が
、
金
撃
桓
は
こ
れ
に
同
行
せ
ず
、
ア
ジ
ゲ
に
射
し
、
江
西
に
留
ま
っ
て
清
の
た

め
各
地
を
卒
定
し
た
い
と
申
し
出
る
。
ア
ジ
ゲ
は
こ
れ
を
許
し
、
ま
た
先
に
清
に
降
っ
た
も
と
李
白
成
の
部
賂
王
瞳
忠
の
兵
を
も
留
め
、
金
と

っ
こ
。
、.

中
j

，刀

協
力
さ
せ
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
金
に
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
「
提
督
江
西
全
省
軍
務
糧
働
総
理
撫
動
等
事
駐
劉
南
昌
掛
討
逆
将
軍
印
綿
兵
官
左
都

(

5

)

 

督
」
の
肩
書
を
興
え
、
王
を
副
将
と
す
る
。

ア
ジ
ゲ
が
来
降
し
て
ま
も
な
い
金
盤
桓
に
か
か
る
重
要
な
職
を
輿
え
た
の
は
、
恐
ら
く
金
が
遼
人
(
遼
東
出
身
の
漢
人
)
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

遼
東
よ
り
興
っ
た
清
朝
は
、

遼
人
を
利
用
し
そ
の
協
力
を
得
つ
つ
護
展
し
て
き
で
お
り
、
金
も
清
朝
が
遼
人
の
自
分
に
あ
る
種
の
親
近
感
を
抱

い
て
い
る
貼
に
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
入
闘
以
前
よ
り
清
朝
の
下
で
働
い
て
き
た
遼
人
が
重
視
さ
れ
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
太
租
の

迫
害
を
避
け
て
関
内
に
亡
命
し
た
遼
人
に
つ
い
て
も
、
巳
に
入
闘
を
果
し
中
園
統
一
を
目
指
す
清
朝
に
と
っ
て
は
、
e

亡
命
し
た
が
魚
に
関
内
の

(
6
)
 

事
情
に
通
じ
て
い
る
彼
ら
を
利
用
す
る
の
が
得
策
で
あ
っ
た
。

519 
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以
下
一
章
を
改
め
て
、
江
西
略
定
を
委
ね
ら
れ
た
金
盤
桓
が

い
か
に
南
明
勢
力
を
排
除
し
つ
つ
自
己
の
権
力
を
固
め
て
い
っ
た
か
を
見
て
み

-e
、0

・Jず
れ

B
V

江
西
略
定
の
、過
程

順
治
二
年
五
月
、
金
盤
桓
と
王
鐙
忠
は
九
江
府
城
(
徳
安
)
に
入
っ
た
ハ
九
江
府
下
の
豚
は
先
に
ア
ジ
ゲ
に
鋳
順
)
。
彼
ら
は
南
昌
・
南
康
・
瑞
州

の
各
府
に
師
順
を
勧
め
る
微
を
迭
る
。
南
昌
府
(
省
城
)
の
江
西
巡
撫
(
一
幅
王
か
ら
任
命
さ
れ
る
)
膿
昭
は
、
降
服
は
拒
否
し
た
が
、
兵
力
で
は

ア
ジ
ゲ
を
後
楯
と
し
た
金
に
か
な
わ
ぬ
と
見
て
吉
安
府
へ
撤
退
す
る
。
蔑
さ
れ
た
士
民
が
蹄
順
の
意
を
俸
え
る
と
、
金
は
六
月
十
九
日
南
昌
に

入
っ
た
。

以
後
彼
は
八
旗
兵
の
力
を
借
り
ず
に
、
王
鐙
忠
(
後
王
得
仁
)
や
劉
一
鵬
を
督
し
て
江
西
を
略
定
し
て
ゆ
く
。
今
そ
の
概
略
を
『
順
治
貫
録
』
・

- 90ー

『
明
清
史
料
』
・
『
小
股
紀
年
梢
孜
』
・
『
三
藩
紀
事
本
末
』
や
地
方
志
な
ど
に
擦
り
つ
つ
、
地
域
ご
と
に
述
べ
て
み
た
い
。

付

江
西
北
西
部
(
南
昌
・
九
江
・
南
康
・
瑞
州
)

こ
こ
で
は
首
初
殆
ん
ど
の
州
鯨
が
、
金
聾
桓
の
搬
に
昨
応
じ
て
来
蹄
し
た
が
、

後
薙
髪
令
が
下
り
ハ
省
城
に
は
閏
六
月
二
十
八
日
到
る
。

『
明
清
史

料
』
丙
編
第
五
本
四
九
七
頁
〔
以
下
丙
・

5

・
仰
と
記
す
〕

「
江
西
提
督
金
聾
桓
呈
総
督
修
文
」)、

一
方
で
唐
王
や
魯
王
の
活
動
が
知
れ
る
と、

②
瑞
州
の
曹
志
明
(
上
高
豚
の
翠

各
地
で

翠
丘
ハ
が
相
次
ぐ
。

主
な
も
の
は
①
寧
州
・
武
寧
の
許
文
龍
(
南
明
の
駐
軍
道
)
・
張
雲
龍
(
張
猶
龍
と
も
記
す
)
、

人
)
・
陳
泰
来
(
新
昌
豚
の
人
、
南
明
の
副
都
御
史
)
、
③
九
江
の
李
含
初
(
徳
化
の
人
〉
・
郭
賢
操
(
徳
安
の
人
)
ら
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
許
文
龍
(
雲

模
と
も
記
す
)
は
、

清
の
寧
州
知
州
寓
仁
を
逐
い

fコ

で
山
案
を
陥
し
許
->. 一寸

孟偽

字?知
。〉川、l

L 

黄
鍾
を
立
て

許
自
身
は
奉
郷
の
山
案
に
擦
っ
た
が

二
年
四
月
清
軍
は
寧

州
を
取
っ
て
黄
を
捕
縛
し
、

だ
が
、
省
城
や
嚢
州
の
官
兵
に
敗
れ
る
さ
一
年
春
頃
)
。

ま
た
陳
は
許
と
連
絡
し
つ
つ
上
高
、

新
昌
を
取
り
瑞
州
府
城
(
高
安
)
を
圏
ん

九
江
の
李
も
清
勝
余
世
忠
(
明
よ
り
の
降
官
)
に
斬
ら
れ
、
郭
も
一
時
徳
安
、
建
昌
二
鯨



を
奪
っ
た
が
す
ぐ
捕
わ
れ
た
。仁)

江
西
東
部
〔
湖
東
〕

(
鏡
州
・
慶
信
・
建
昌
・
撫
州
)

鏡
州
府
に
つ
い
て
は
各
地
方
志
に
薙
髪
令
以
後
「
土
冠
」
が
蜂
起
し
た
と
さ
れ
る
。
官
紳
と
し
て
は
明
の
知
廓
胡
定
海
が
徳
輿
で
奉
兵
し
た

の
が
目
立
つ
。
贋
信
府
の
情
況
に
つ
い
て
は
不
明
な
貼
が
多
い
が
、
嘗
初
は
一
隅
建
の
唐
王
政
権
の
官
吏
が
駐
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
三
年
以

後
東
進
し
て
き
た
清
軍
の
た
め
、
三
月
二
十
日
に
貴
漢
が
、
四
月
二
十
一
日
に
鉛
山
が
(
主
事
薦
文
英
が
死
)
、
二
十
五
日
に
府
城
(
上
鏡
、
巡
擬

(
8
)
 

〔
一
に
巡
按
〕
周
定
紡
ら
が
死
)
が
相
次
い
で
陥
落
す
る
。

撫
州

・
建
昌
雨
府
は
三
年
秋
ま
で
明
・
清
雨
軍
の
争
奪
の
場
と
な
っ
た
。
以
前
よ
り
建
昌
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
盆
王
は
、
南
京
陥
落
後
支
族

の
永
寧
王
と
共
に
義
兵
を
集
め
て
い
た
。
二
年
七
月
、
金
獲
桓
は
王
韓
忠
に
こ
れ
を
討
た
せ
雨
府
城
を
奪
う
。
王
が
引
上
げ
る
と
、
寧
都
に
退

(

舎

族

か

)

の

張

安

と

反

撃

し

、

し

か

し

三

年

一

月

頃

清

の

劉

一

鵬

が

再

び

撫

州

を

八
月
繰
州
を
奪
還
す
る
。

- 91ー

取い
りて
永い
寧た
王永
を寧
捕王
え(が
た、9"

ー由同
冠
L 

建
昌
府
も
永
寧
王
の
奪
還
以
後
清
軍
の
攻
勢
を
受
け
、
三
年
四
月
頃
に
は
ほ
ぼ
全
域
が
清
の
手
に
信
仰
し
た
が
、
温
渓
鯨
の
み
は
貢
生
魂
一
柱

ら
の
活
躍
で
四
年
四
月
ま
で
抵
抗
を
績
け
た
。

湖
東
一
帯
で
の
復
明
抗
清
の
動
き
は
宗
室
や
官
紳
を
中
心
に
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
結
局
は
清
軍
の
座
迫
を
受
け
衰
え
て
い
く
。
こ
の

後
は
掲
重
照
(
臨
川
の
人
。
唐
王
の
給
事
中
)
・
停
鼎
鐙
(
臨
川
の
人
。
明
の
検
討
〉
が
新
江
・
一
隅
建
と
の
境
界
の
山
地
で
ゲ
リ
ラ
戦
を
行
う
の
み
と

な
っ
た
。

同

江
西
中
西
部

(
吉
安

・
臨
江
・
重
州
)

521 

こ
の
地
域
で
は
主
に
官
紳
が
一
幅
建
の
唐
王
を
奉
じ
つ
つ
清
軍
と
戦
っ
た
。
臨
江
府
は
二
年
間
六
月
頃
清
に
信
仰
順
し
、
九
月
に
楊
廷
麟
・
劉
同
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升
(
後
述
)
の
兵
が
府
城
〈
清
江
〉
に
迫
る
が
兵
糧
が
確
保
で
き
ず
撤
退
す
る
。

士
口
安
府
(
底
陵
)
は
二
年
七
月
頃
よ
り
三
年
三
月
に
占
領
さ
れ
る
ま
で
、

江
西
西
部
の
抗
清
の
援
酷
で
あ
っ
た
。

首
初
清
の
副
賂
劉
一
鵬
は

抵
抗
を
受
け
ず
に
府
械
に
入

っ
た
が
、
ほ
ど
な
く
劉
士
禎
(
龍
由民
の
人
。
南
明
の
遇
政
使
)
・
劉
同
升
(
士
口
水
の
人
)
・
王
寵
(
吉
水
の
人
。

料
』
や
地
方
士
山
に
見
え
る
「
王
来
八
」
か
)
が
相
次
い
で
奉
兵
し
、
劉
士
禎
が
府
城
を
復
し
た
。
八
月
に
は
劉

一
鵬
が
逆
襲
、
府
城
を
取
り
返
し
さ

『
明
清
史

そ
こ
へ
輪
州
か
ら
北
上
し
て
き
た
の
が
楊
廷
麟
(
清
江
の
人
。

南
明
の
左
庶
子
)
と
劉
同
升
で
、
再
度
府
城
を
奪
う
(
二
人
の
兵
は
前
述
の
如
く
臨
江
府
に
近
つ
く
が
後
引
上
げ
る
)
。

改
め
て
南
下
し
た
清
軍
は
速
戟

ら
に
首
円
安
豚
を
陥
し
て
南
昌
か
ら
退
い
て
い
た
前
江
西
巡
撫
瞬
昭
を
捕
え
る
。

を
避
け
、
府
城
を
じ
っ
く
り
と
圏
む
(
二
年
十
月)。

こ
の
頃
湖
東
に
は
永
寧
王
が
、
士
口
安
以
南
に
は
楊
・
劉
が
在
っ
て
唐
王
政
権
を
守
り
た
て

て
い
た
の
で
あ
る
。

唐
王
は
楊
を
大
皐
士

劉
を
南
輸
巡
撫
と
し、

ま
た
先
に
揚
嗣
昌
や
史
可
法
の
下
で
軍
務
に
賛
重
し
た
高
元
士
ロ
(
南
昌
の

人
)
を
江
西

・
湖
慶
の
線
督
と
し
て
振
遺
し
た
(
十
二
月
劉
が
病
死
し
高
が
巡
撫
を
粂
ね
る
〉
。

清
軍
は
江
南
か
ら
の
援
兵
を
得
て
、
三
年

一
月
十
八
日
府
城
を
攻
め
た
が
楊
廷
麟
下
の
蹟
東
の
兵
に
敗
れ
、
援
兵
の
総
統
副
賂
高
友
才
が
戦

(
叩
)

死
す
る
。
し
か
し
高
元
吉
は
軍
令
が
厳
格
に
過
ぎ
、
ま
た
楊
が
招
撫
し
た
「
桐
冠
」
張
安
ら
の
丘
(
(
唐
王
よ
り
龍
武
新
軍
と
命
名
)
を
重
ん
じ
、
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早
く
か
ら
楊
の
下
に
在
っ
た
贋
東

・
雲
南
の
兵
を
蔑
視
し
て
兵
士
の
不
満
を
招
い
た
。
こ
れ
に
乗
じ
て
副
将
高
進
庫
ら
の
清
軍
は
攻
撃
を
再

(

日

〉

開
、
三
月
二
十
四
日
こ
れ
を
陥
し
、
高
・
楊
は
南
へ
逃
れ
る
。
府
内
の
各
豚
も
清
に
降
っ
た
が
、
龍
泉
豚
は
郭
維
経
(
龍
泉
の
人
。
唐
王
の
侍
郎
〉

の
子
庭
詮
ら
が
固
守
し
た
(
四
年
九
月
劉

一鵬
が
陥
し
隠
鐙
も
死
す
)
。

ま
た
吉
水

・
永
盟
で
は
王
来
八

・
張
天
威
(
楽
安
の
人
)
が
ゲ
リ
ラ
戦
を
績

(
ロ
)

け
た
。

婁
州
府
に
は
二
年
八
月
清
軍
が
入
城
、
副
将
何
鳴
陸

・
蓋
遁
時
・
郭
天
才
ら
が
駐
し
て
南
明
勢
力
に
備
え
る
。
同
年
九
月
及
三
年
九
月
に
は

湖
南

・
江
西
境
界
の
鳳
風
築
に
援
る
明
の
綿
丘
一
貫
朝
宣
の
丘
一
が
拝
那
に
入
る
が
そ
の
つ

ど
撃
退
さ
れ
る
。
資
は
後
湖
南
の
清
軍
に
殺
さ
れ
る

が
、
齢
薫
は
な
お
省
界
で
活
動
を
績
け
た
。
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江
西
南
部
(
輪
州
・
南
安
〉

こ
の
一
帯
は
江
西
の
中
で
最
も
抗
清
活
動
が
盛
ん
な
地
で
あ
り
、
清
軍
の
略
定
が
一
麿
完
了
し
た
の
は
金
聾
垣
の
南
昌
入
城
か
ら
一
年
半
後

の
順
治
三
年
十
月
で
あ
る
。
韓
州
府
で
の
動
き
に
つ
い
て
は
便
宜
上
倒
輪
鯨
(
府
城
)
を
中
心
と
す
る
北
部
制
度
東
に
接
す
る
南
部

ω一
幅
建
に

接
す
る
寧
都
州

一
帯
に
三
分
し
て
述
べ
る
。

川
阿
南
京
陥
落
後
、
郷
紳
楊
廷
麟
・
劉
同
升
は
鞍
州
府
に
駐
す
る
南
輪
巡
撫
李
永
茂
と
謀
り
士
人
を
糾
合
し
て
忠
誠
祉
を
設
立
、
丘
一
前
を
徴
し

て
恢
復
の
師
を
興
し
た
。
二
人
は
南
京
救
援
の
た
め
北
進
し
て
い
た
贋
東
の
兵
と
合
し
、
九
月
吉
安
府
を
取
る
。
や
が
て
劉
は
病
死
、
楊
は
寓

元
士
ロ
と
士
口
安
に
在
っ
た
が
三
年
三
月
こ
れ
が
清
軍
の
手
に
お
ち
る
と
鞍
州
へ
退
く
。
四
月
清
軍
も
到
り
、
以
後
約
牢
年
間
龍
城
戦
が
績
い
た
。

長
び
く
謬
着
朕
態
を
打
破
す
る
た
め
、

清
の
南
讃
巡
撫
苗
作
土
は
、
八
月
金
聾
桓
も
し
く
は
江
寧
線
兵
伺
永
盛
が
親
し
く
督
戦
す
る
よ
う
求
め

(日〉

て
い
る
。
た
ま
た
ま
清
軍
が
一
幅
建
を
略
定
し
唐
王
を
殺
し
た
と
の
報
が
至
る
と
城
内
は
動
揺
し、

こ
れ
に
乗
じ
て
清
賂
高
準
庫
は
猛
攻
を
加

- 93ー

ぇ
、
十
月
四
日
迭
に
城
を
陥
し
た
(
楊

・
寓
は
自
殺
)。

清
丘
ハ
は
周
遊
の
州
鯨
を
勅
卒
し

府
城
に
は
苗
昨
土
(
後
劉
武
元
)
、
南
輪
線
兵
と
な
っ

た
桐
永
盛
(
後
胡
有
陸
)
の
下
、
官
同
準
庫
ら
城
を
陥
し
た
官
丘
一が
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
た
。

刷
南
部
一
帯
の
州
時
に
は
明
末
か
ら
閣
王
線
(
閣
羅
総
)
ら
「
贋
賊
」
が
横
行
し、

定
南
・
龍
南
で
は
定
南
の
何
氏
の
家
奴
楊
細
僚
が
創
始
し

(

日

比

)

た
「
密
密
数
」
徒
の
勢
力
も
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
龍
南
の
南
埠
に
居
る
葉
之
春
は
義
兵
を
集
め
「
南
昔
」
と
稽
し
て
い
た
。
清
丘
ハ
が
到
る
と
こ

れ
と
協
力
し
て
周
溢
の
奴
獲
を
討
っ
た
が
、

後
楊
坊
の
郷
兵
と
劃
立
す
る
。
こ
れ
は
清
の
官
が
聞
に
立
っ
て
一
時
和
解
す
る
が
、
結
局
彼
は
清

(
日
)

軍
に
殺
さ
れ
る
さ
一
年
末
頃
か
〉
。
こ
の
時
訣
殺
を
菟
れ
た
一
族
の
葉
南
芝
は
抗
清
に
身
を
投
じ
、
四
年
明
の
宗
室
滋
陽
王
の
妃
と
幼
子
を
擁
立
、

(
時
)

「
贋
賊
」
鴻
吉
岡
鳴
と
結
び
生
員
を
殺
す
な
ど
勢
を
振
っ
た
が
、

秋
に
は
副
将
孔
園
治
に
卒
定
さ
れ
る
。
ま
た
前
述
の
密
密
数
徒
は
四
年
二
月
、

龍
南
の
劉
耀
中
の
下
で
案
に
援
り
叛
い
た
。
知
勝
呂
臆
夏
が
郷
丘
(
と
圏
む
と
、
閣
王
綿
に
救
い
を
求
め
る
。
数
日
後
数
百
の
「
闘
冠
」
が
到
り

(

げ

)

(

凶

)

多
く
の
郷
紳
が
殺
さ
れ
る
。

(
閤
王
線
の
一
部
か
密
密
教
徒
か
不
明
)
章
三
線
が
定
南
を
、
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官
兵
を
大
破
、

同
じ
四
年
に
は
「
賦
線
数
師
」

Z号
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冠
」
謝
志
良
が
長
寧
を
包
囲
す
る
。

こ
の
よ
う
に
鞍
州
府
南
部
の
抗
清
活
動
は
き
わ
め
て
活
設
で
あ
る
。
ま
た
「
庚
賊

・
毎
冠
」
も
頻
繁
に
史
料
に
現
れ
る
が
、
そ
の
詳
し
い
動

勢
に
つ
い
て
は
清
の
贋
東
経
略
と
の
関
わ
り
も
含
め
な
お
不
明
な
貼
が
多
く
、
後
考
に
待
ち
た
い
。

ω東
部
の
寧
都
・
石
城
・
瑞
金
方
面
で
も
「
康
賊
」
と
帯
さ
れ
る
閤
王
綿
が
明
末
以
来
活
動
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
王
鐙
忠
の
攻
撃
に

寧
都
で
彼
ら
か
ら
援
兵
を
募
り
、

よ
っ
て
南
へ
退
却
し
た
永
寧
王
は
、

(
却
)

し
て
い
る
。
清
軍
が
鞍
州
府
の
攻
略
に
専
念
し
て
い
る
問
、

(
閣
王
総
の
四
営
の
う
ち
左
営
の
)
張
安
を
得
て
建
昌
・
撫
州
南
府
を
復

東
部
で
は
閣
王
線
の
他
瑞
金
・
石
城
に
佃
戸
を
糾
合
し
た
「
田
兵
」
が
あ
り
(
瑞

金
で
は
沈
土
昌

・何士山
源
〔
二
人
は
百
線
、
千
総
ら
の
官
を
置
き

「回
線
」
と
稽
す
〕
、

石
城
で
は
呉
高
乾
が
率
い
る
)
田
租
の
軽
減

・
菟
除
を
求
め
て
田
主

(
氾
)

と
樹
立
し
て
い
た
。
果
は
さ
ら
に
近
く
の
「
客
戸
」
と
結
ん
で
石
馬
家
に
擦
り
鯨
城
を
攻
め
る
。
や
が
て
輪
州
府
城
が
陥
ち
る
と
、
清
軍
は
東

進
、
か
ね
て
か
ら
田
兵
に
苦
し
ん
で
い
た
生
員
の
協
力
を
得
て
、
四
年
五
月
石
馬
案
を
取
る
(
奥
は
福
建
へ
走
る
も
後
殺
さ
れ
る
)
。
瑞
金
の
何
志

源
も
官
丘
(
に
殺
さ
れ
た
が
、
回
兵
は
な
お
盛
ん
で
、
四
年
着
任
し
た
清
の
知
鯨
徐
桁
が
こ
れ
を
弾
墜
す
る
と
、
回
締
の
張
勝
が
田
兵
を
率
い
て

(

辺

)

照
城
を
攻
め
て
い
る
。
九
月
に
は
寧
都
で
「
客
綱
綿
督
」
と
稿
し
て
い
た
明
の
翠
人
温
腰
奈
の
案
を
清
軍
が
圏
み
、
雁
宗
と
父
園
奇
を
招
降
す

(

幻

)

る
(
後
殺
す
)
。
以
上
の
よ
う
に
抗
清
勢
力
は
次
第
に
討
卒
さ
れ
て
い
く
か
に
見
え
た
が
、
金
聾
桓
が
反
乱
を
起
こ
す
と
、
閤
王
線
・
客
綱
は
活
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動
を
再
開
す
る
の
で
あ
る
。

江
西
の
西
南
端
、
南
安
府
で
も
明
末
か
ら
「
贋
賊
」
閤
王
線
が
盛
ん
で
、
唐
王
政
権
の
官
は
こ
れ
を
招
撫
し
て
官
軍
化
し
よ
う
と
謀
る
が
目

論
見
ど
お
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
上
猶
に
接
っ

た
曹
志
竪
は
、
楊
延
麟
と
鞍
州
を
守
っ
た
が
、
三
年
十
月
に
鞍
州

・
南
安
南
府
城
が
清
寧
に

制
座
さ
れ
る
と
、
上
猶
に
戻
っ
て

「土
賊
化
」
す
る。

以
上
の
如
く
江
西
南
部
で
は
①
官
紳
達
が
鞍
州
府
城
を
中
心
に
三
年
十
月
の
陥
落
ま
で
清
軍
に
抵
抗
し
②
他
地
域
で
は
「
土
賊
」

・
閤
王
線

(
「
康
成
」
)
・
田丘一

・
客
綱

・
密
密
敬
徒
ら
の
集
園
が
各
々
自
己
の
基
盤
を
確
保
す
る
た
め
割
譲
し
て
い
た
。
清
軍
は
①
の
官
紳
達
を
ま
ず
亡
ぼ

し、

②
の
各
地
の
勢
力
を
個
別
に
掃
討
し
つ
つ
あ
る
時
に
金
盤
桓
の
反
凱
に
遭
遇
す
る
の
で
あ
る
。



こ
こ
で
改
め
て
金
聾
桓
の
反
見
以
前
の
清
朝
の
江
西
経
略
の
過
程
を
ま
と
め
て
お
く
。

薙
髪
令
以
降
順
治
三
年
末
頃
ま
で
は
各
地
に
起
事
の
兵
が
あ
っ
た
。
そ
の
に
な
い
手
は
多
様
で
あ
る
が
概
し
て
官
紳
・
生
員
ら
が
中
心
と
言

え
る
。
南
昌
の
金
に
封
し
二
年
末
頃
ま
で
は
①
湖
東
の
永
寧
王
を
中
心
と
す
る
勢
力
と
②
中
西
部
主
ロ
安
)
以
南
の
楊
廷
麟
ら
を
中
心
と
す
る

勢
力
が
あ
っ
て
、
各
々
南
昌
奪
還
を
目
指
し
北
上
を
試
み
た
が
失
敗
し
て
い
る
。
清
軍
で
は
①
に
射
し
て
は
王
得
仁
(
初
期
は
王
陸
忠
)
が
、
②

に
は
劉
一
鵬
が
主
に
防
備
に
首
る
。
な
お
南
昌
の
東
の
慶
信
府
、
西
の
寧
州
・
武
寧
に
も
復
明
勢
力
が
在
っ
た
が
、
積
極
的
に
省
城
を
窺
う
事

は
な
か
っ
た
。
①
は
三
年
一
月
の
永
寧
王
の
死
と
そ
の
直
後
の
慶
信
府
失
陥
に
よ
り
、
②
は
三
月
末
の
士
口
安
府
陥
落
に
よ
っ
て
各
々
痛
手
を
受

け
、
八
月
の
唐
王
政
権
の
滅
亡
で
そ
の
気
勢
は
そ
が
れ
、
十
月
の
輪
州
の
陥
落
と
楊
の
敗
死
は
清
の
江
西
支
配
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。

こ
の
後
湖
東
で
は
他
省
と
の
境
界
で
掲
重
照

・
停
鼎
錠
に
よ
る
ゲ
リ
ラ
戦
が
績
き
、
南
部
で
は
前
述
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
抗
清
勢
力
が
複

雑
な
動
き
を
見
せ
る
。
王
得
仁
は
湖
東
と
省
城
を
往
来
し
、
劉

一
鵬
は
士
ロ
安
に
駐
し
、
鞍
州
に
は
激
戦
の
末
城
を
陥
し
た
高
進
庫
ら
江
南
よ
り

(

斜

)

の
援
兵
が
留
ま
っ
て
「
土
賊
」
の
動
卒
に
嘗
る
。

四
年
末
頃
ま
で
の
抗
清
の
獄
況
は
お
よ
そ
右
の
如
く
で
あ
る
。
次
に
同
じ
時
期
の
金
聾
桓
と
そ
の
周
迭
の
動
向
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
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金
聾
桓
と
清
朝
の
江
西
へ
の
施
策

こ
こ
で
は
『
順
治
寅
録
』
や
『
明
清
史
料
』
な
ど
に
擦
り
つ
つ
、
順
治
二
年
六
月
以
降
の
清
側
の
動
き
を
金
聾
桓
を
中
心
に
記
す
。

十う

王
瞳
忠
と
の
争
い

前
述
の
よ
う
に
ア
ジ
ゲ
か
ら
「
提
督
江
西
全
省
軍
務
糧
曲
線
理
撫
勅
線
兵
官
」
の
肩
書
を
受
け
た
金
聾
桓
は
六
月
十
九
日
南
昌
に
入
っ
た
。

明
の
官
は
皆
逃
亡
し
て
い
た
た
め
、

金
は
同
じ
遼
人
の
貫
生
秋
停
(
遼
東
か
ら
関
内
に
亡
命
、
湖
庚
に
流
寓
し
て
い
て
ア
ジ
ゲ
に
降
る
)
に
布
政
使
を
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署
理
さ
せ
(
後
巡
撫
を
も
署
理
)
、

一
方
で
逃
亡
し
た
官
紳
の
財
産
を
設
枚
、

ま
た
兄
弟
や
部
下
を
要
職
に
つ
け
る
。
彼
ら
は
こ
れ
を
機
に
大
い
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に
私
腹
を
肥
や
し
た
の
で
あ
る
。
山
富
時
中
央
は
正
式
に
地
方
官
を
任
命
し
て
お
ら
ず
(
ア
ジ
ゲ
の
委
署
し
た
各
官
を
承
認
し
た
の
が
七
月
十
日
、
李
開
閉

鳳
を
巡
撫
に
、
金
を
総
兵
に
任
じ
た
の
が
十
月
下
旬
)
、

金
は
思
い
の
ま
ま
に
私
人
を
配
す
る
事
が
で
き
た
。
南
昌
の
土
民
は
金
の
兵
を
迎
え
た
た
め

屠
殺
は
菟
れ
た
も
の
の
、

の
兵
が
規
律
正
し
く
財
を
貧
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
た
め
好

一一意
を
寄
せ
た
が
、

彼
と
そ
の
左
右
の
行
動
に
失
望
の
念
を
抱
く
。

同
時
に
金
の
副
絡
で
あ
る
王
謹
忠
(
河
南
の
人
)
に
劃
し
て
は
、

"' て

こ
れ
を
金
が
快
く
思
う
は
ず
が
な
い
。

二
人
の
聞
の
亀
裂
は
清
朝
が
南
京
卒
定
後
下
し
た
薙
髪
令
を
め
ぐ
っ
て
決
定
的
と
な
る
。
前
掲
丙
・

5
・
川
は
、
金
が
王
を
殺
し
た
後
に
湖

底
線
督
修
代
に
呈
し
た
穣
明
書
(
呈
文
)
で
あ
る
が

そ
の
中
で
王
に
三
大
罪
が
あ
る
と
す
る
。

①
は
王
が
薙
髪
し
な
か
っ
た
黙
。

つ
ま
り
中

央
か
ら
の
薙
髪
令
(
南
昌
に
間
六
月
二
十
八
日
到
る
)
や
ア
ジ
ゲ
よ
り
の
蹄
順
し
た
民
は
皆
薙
髪
せ
よ
と
の
命
令
(
七
月
五
日
到
る
)
に
封
し
、

と
そ
の
部
下
は
髪
を
剃
っ
た
が
、
湖
東
方
面
か
ら
七
月
二
十
一
日
間
着
し
た
王
は
、
周
闇
の
説
得
に
も
か
か
わ
ら
ず
薙
髪
を
肯
ん
じ
な
い
。
こ 金

れ
は
清
朝
が
彼
が
李
自
成
の
残
黛
で
あ
る
の
を
顧
み
ず
用
い
て
い
る
恩
に
背
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
②
は
王
が
建
昌
の
盆
王
を
討
っ
た
際
放

意
に

こ
れ
を
一帽
建
へ
逃
が
し
、

ま
た
い
っ
た
ん
捕
え
た
史
夏
隆
ハ
も
と
李
自
成
下
の
官
員
〉
を
撫
州
で
脱
出
さ
せ
た
黙
で
あ
り
、

③
は
盆
王
の
左
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右
に
あ
っ
た
保
寧
王
(
明
の
宗
室
で
河
南
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
王
が
盆
王
を
攻
め
た
際
こ
れ
に
内
通
)
を
捕
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
報
告
せ
ず
、

王
得
郡

と
改
名
さ
せ
保
護
し
て
い
る
貼
で
あ
る
。

呈
文
の
後
牢
で
は
王
を
斬
殺
し
た
経
緯
を
述
べ
る
。

七
月
の
下
旬
、

王
鎧
忠
下
の
遊
撃
王
得
仁
(
険
西
の
人
)
が
コ
二
十
日
に
王
が
金
と
事

を
議
す
お
り
に
金
を
謀
殺
し
、
保
寧
王
を
立
て
て
建
昌
に
接
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
密
告
し
て
き
た
。
首
日
、

王
は
親
兵
数
十
人
と
金
の
も
と

へ
到
っ
た
が
、
あ
ら
か
じ
め
伏
せ
て
い
た
金
の
部
下
が
先
手
を
と
っ
て
王
ら
を
斬
殺
す
る
。
残
り
の
王
の
皆
兵
は
こ
れ
を
知
っ
て
大
翠
攻
め
寄

せ、

金
の
兵
と
城
内
で
夜
ま
で
戦
闘
が
績
く
。
翌
八
月
一
日
も
戦
い
は
結
い
た
が
、
童
に
た
ま
た
ま
湖
底
風
か
ら
副
将
郭
天
才
ら
の
兵
が
来
て
金

に
く
み
し
た
た
め
、
己
に
主
将
を
失
っ

て
い
る
王
の
兵
は

一
宵
に
城
か
ら
逃
亡
す
る
。
金
と
王
得
仁
は
こ
れ
を
追
い
つ
つ
来
降
を
勧
め
、
結
局

殆
ん
ど
の
兵
が
説
得
に
従
い
改
め
て
薙
髪
し
た
。

金
援
桓
が
王
位
忠
を
謀
殺
し
た
の
は
呈
文
中
の
三
大
罪
に
加
え
、

王
得
仁
は
王
鰻
忠
に
代
わ
っ

て
副
将
と
な
り
、
保
寧
王
は
湖
康
へ
迭
ら
れ
る
。

王
に
人
撃
が
集
ま
る
事
へ
の
嫉
み
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
と
も
か
く
薙
髪



し
な
い
武
絡
を
断
罪
し
た
黙
で
、

清
へ
の
忠
誠
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
王
得
仁
も
や
は
り
以
前
は
李
自
成
の
下
に
あ
り

武
勇
に
す
ぐ

れ
、
こ
の
後
湖
東
の
抗
清
勢
力
に
打
撃
を
輿
え
つ
つ
金
に
協
力
し
て
い
く
。

。
孫
之
抑
制
と
の
確
執

玉
置
忠
を
倒
し
た
こ
と
で
江
西
の
官
兵
は
名
賓
と
も
金
聾
桓
一
人
の
指
揮
下
に
属
す
る
事
と
な
っ
た
。
や
が
て
中
央
で
任
命
さ
れ
た
江
西
の

地
方
官
が
到
着
す
る
。
ま
ず
十
月
十
日
に
招
撫
江
西
の
孫
之
搬
(
山
東
の
人
。
天
啓
二
年
の
護
士
)
が
南
昌
に
入
っ
た
。
彼
は
閏
六
月
末
に
任
命

さ
れ
、
途
中
で
江
西
各
府
が
牧
服
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
の
報
を
受
け
な
が
ら
南
下
す
る
。
し
か
し
到
着
し
て
み
る
と
、
湖
東
及
び
士
口
安
以
南
の
復

明
勢
力
は
な
お
活
瀧
で
あ
る
。
二
年
十
月
末
の
孫
の
洪
承
曙
(
招
撫
江
南
大
祭
土
)
へ
の
掲
帖
ハ
『
明
清
史
料
』
丙
・

6
-
m
)
に
は
「
金
援
桓
と
新

巡
撫
敵
停
は
自
分
に
憂
慮
せ
ぬ
よ
う
勤
め
る
が
、
賓
際
の
兵
は
少
な
く
英
王
・
珠
玉
も
引
上
げ
て
お
り
、
各
路
の
紳
士
は
南
昌
を
奪
わ
ん
と
し

て
い
る
。
北
京
に
も
出
兵
を
請
う
た
が
遠
き
は
近
き
に
及
ば
な
い
。
老
先
生
〔
日
洪
〕
よ
り
江
南
に
駐
す
る
ベ
イ
レ
に
啓
し
て
三
千
J
五
干
の

兵
に
一
グ
サ
の
絡
を
つ
け
す
ぐ
救
援
さ
れ
た
い
」
と
あ
る
。
金
と
し
て
は
苦
労
し
て
王
建
忠
を
殺
し
、
そ
の
聞
隙
に
乗
じ
て
盛
ん
に
な
っ
た
復

明
勢
力
を
相
手
に
奔
走
し
て
い
る
際
に
、
孫
が
兵
事
に
口
を
出
し
て
今
の
兵
力
で
は
不
十
分
だ
か
ら
南
京
か
ら
満
洲
兵
を
迭
る
よ
う
求
め
た
と
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聞
い
て
快
く
思
う
は
ず
が
な
い
。

と
も
か
く
孫
之
揮
の
要
求
ど
お
り
洪
承
曙
の
下
か
ら
約
三
千
の
兵
(
満
洲
兵
で
は
な
い
)
が
副
将
高
友
才
・
高
進
庫
・
楊
武
烈
ら
に
率
い
ら

れ
、
三
年
初
め
頃
到
る
(
吉
安
府
の
攻
略
に
参
加
)
。
同
じ
頃
北
京
か
ら
江
西
巡
撫
李
朔
鳳
・
南
輪
巡
撫
苗
肝
土
・
江
西
布
政
使
遅
饗
龍
ら
の
文
官

が
績
々
着
任
、
江
西
統
治
の
鐙
制
は
整
う
が
、
金
の
権
限
は
逆
に
狭
ま
っ
て
い
く
。
特
に
金
を
改
め
て
左
都
督
、
鎮
守
江
西
線
兵
官
(
正
式
に

は
「
鎮
守
江
西
全
省
等
庭
地
方
駐
劉
南
昌
事
理
撫
勅
総
兵
官
」
)
に
任
ず
る
と
い
う
十
月
二
十
三
日
の
誌
に
劉
し
彼
は
不
満
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。
彼

は
ア
ジ
ゲ
よ
り

「提
督
江
西
全
省
軍
務
糧
銅
線
理
撫
動
等
事
駐
割
南
昌
掛
討
逆
将
軍
印
綿
兵
官
」
(
寅
際
は
金
が
自
ら
肩
書
を
創
案
し
、
ア
ジ
ゲ
が
追

認
し
た
も
の
か
)
の
職
を
割
委
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
誌
で
は
①
提
督
線
丘
(
が
鎮
守
綿
兵
に
後
退
し
、
②
糧
舶
の
事
務
に
タ
γ
チ
で
き
な
く
な
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り
、
③
総
理
撫
勅
が
専
理
と
な
り
、

④
討
逆
賂
軍
の
稿
鋭
、
が
削
ら
れ
る
。
車
に
名
目
上
の
一
部
降
格
と
し
て
も
金
に
は
面
白
く
な
い
昆
置
で
あ

っ
た
。

金
聾
桓
の
不
満
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
る
事
件
が
孫
之
掘
に
よ
り
起
こ
さ
れ
た
。
三
年

一
月
、
金
の
部
賂
劉

一
鵬
は
湖
東
の
復
明
勢
力
の
中
心

人
物
永
寧
王
を
捕
え
た
(
劉
は
そ
れ
ま
で
吉
安
府
に
在
っ
た
が
、
江
南
か
ら
の
援
兵
の
到
着
に
伴
な
い

一
時
湖
東
の
戦
線
に
鱒
じ
た
よ
う
で
あ
る
)
。
そ
こ
で

孫
は
二
月
二
十
二
日
濁
断
で
劉
に
線
兵
官
の
職
衡
を
輿
え
る
。
孫
に
と
っ
て
み
れ
ば
劉
は
そ
れ
な
り
の
功
を
あ
げ
て
お
り
、

ま
た
直
後
に
士
口
安

府
へ
の
攻
撃
を
控
え
て
い
る
た
め
こ
の
慮
置
で
劉
や
兵
士
全
鐙
の
士
気
を
鼓
舞
し
よ
う
と
の
一
意
固
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
金
は
憤
慨
し
北
京
に
啓

本
を
迭
っ
て
孫
の
措
置
を
非
難
し
た
。
そ
こ
で
は
孫
は
「
や
る
事
は
皆
デ
タ
ラ
メ
(
布
張
〉
で
全
く
『
大
臣
の
睦
』
は
無
く
、
朝
廷
の
威
を
け
が

す
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
己
に
定
ま
っ
た
地
も
日
々
混
凱
し
、
未
順
の
地
に
劉
し
招
撫
の
成
果
を
牧
め
る
事
も
で
き
な
い
」
と
言
い
、

"'.) 

し、

で
「
我
が
標
下
の
中
協
副
将
劉
一
鵬
が

『
孫
老
爺
』
よ
り
線
兵
官
の
衡
を
受
け
た
が
、
あ
わ
て
て
具
文
し
て
僻
し
た
と
知
ら
せ
て
き
た
。
自
分
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は
江
西
で
懸
命
に
奔
走
し
、
絡
土
も
自
分
や
朝
廷
の
た
め
霊
力
し
て
い
る
の
に
、
今
回
の
措
置
は
賂
土
に
異
心
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
だ
」
と
す

(
お
)

る
。
要
は
金
も
綿
兵
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
そ
の
部
下
に
線
丘
一の
衡
を
加
え
る
の
は
序
列
を
凱
す
原
因
に
な
り
よ
く
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

孫
之
揮
と
金
聾
桓
が
こ
こ
ま
で
不
和
と
な
る
と
、
中
央
で
も
針
策
が
必
要
に
な
る
。
元
来
孫
は
貌
忠
賢
に
詰
っ
た
「
閤
黛
」
の
一
人
で
土
人

聞
で
の
評
判
は
悪
く
、
ま
た
特
に
招
撫
の
功
も
無
く
、
一
方
で
正
式
の
地
方
官
も
揃
っ
た
と
し
て
、
四
月
七
日
の
誌
で
北
京
に
撤
回
さ
せ
る

(
お
)

(
後
に
孫
の
劉

一
鵬
へ
の
加
衡
は
個
人
的
に
恩
を
賀
り
、
金
の
立
場
を
損
な
う
も
の
と
し
て
庭
罰
の
劉
象
と
な
る
)
。

金
は
こ
の
事
件
を
利
用
し
て
も
と
の

「
提
督
撫
動
」
等
の
衡
が
な
い
と
「
軍
民
・
文
武
」
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
訴
え
た
。
中
央
は
線
兵
官
が
文
官
を
節
制
し
よ
う
と
は
傍
越

(
幻
)

で
あ
る
と
叱
り
な
が
ら
も
江
西
に
は
な
お
討
つ
べ
き
賊
が
多
い
と
し
て
「
鎮
守
純
兵
官
」
を
「
提
督
綿
兵
官
」
に
改
め
た
の
で
あ
る
。

同

江
西
略
定
後
の
官
兵
布
置

こ
の
よ
う
に
金
聾
桓
の
周
過
は
必
ず
し
も
卒
程
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

」
の
聞
に
も
清
軍
の
鰹
略
は
進
み
、
三
年
十
月
の
輪
州
陥
落



で
清
の
江
西
支
配
が
ほ
ぼ
確
立
し
た
が
、
同
じ
頃
北
京
で
は
江
西
に
駐
す
る
官
兵
(
緑
旗
兵
)
の
経
制
(
定
制
)
が
決
定
し
た
。
す
な
わ
ち
南
昌

に
提
督
線
兵
一
人
(
金
聾
桓
)
が
、
南
顎
ハ
鰭
州
府
)
と
九
江
に
鎮
守
線
兵
が
一
人
ず
つ
(
拘
永
盛
と
冷
允
登
。
と
も
に
遼
人
)
が
駐
し
各
々
五
千
の

兵
を
率
い
る
。
蓑
州
に
は
副
将

一
人
(
二
千
の
兵
を
率
い
る
)
が
設
け
ら
れ
保
定
参
格
尚
登
第
が
昇
任
す
る
。

こ
の
他
の
参
賂
以
下
や
撫
標
・
道

標
の
兵
を
総
計
す
る
と
江
西
の
経
制
兵
は
約
三
寓
と
な
る
(
な
お
経
制
で
は
副
絡
は
向
一
人
の
み
で
あ
る
が
、
寅
際
に
は
王
得
仁
・
劉

一鵬・

高
進
康
・

(

詔

)

郭
天
才
ら
援
兵
の
絡
を
含
め
て
多
く
の
副
賂
が
あ
っ
て
、
各
地
の
抗
清
勢
力
に
備
え
る
〉
。

前
述
の
如
く
鞍
州
陥
落
後
は
王
得
仁
が
湖
東
一
帯
を
、

準
庫
ら
が
掃
討
を
行
っ
た
。
江
寧
の
洪
承
鴎
は
江
西
が
略
定
さ
れ
た
と
し
て
、
四
年
三
月
高
ら
三
千
の
兵
の
撤
回
を
求
め
る
。
し
か
し
南
鞍
の

(
却
)

撫

・
鎖
は
時
期
尚
早
と
主
張
、

結
局
高
ら
は
そ
の
部
下
と
留
ま
る
事
と
な
る
。
同
年
秩

「
土
賊
」
が
一
幅
建
の
建
寧
府
城
を
陥
す
と
、
洪
の
指
示

(
鈎
)

に
よ
り
南
讃
の
控
制
兵
二
千
が
副
賂
楊
遇
明
と
出
陣
、
さ
ら
に
南
昌
に
在
っ
た
郭
天
才
の
二
千
、
湖
東
の
王
得
仁
の
一
千
も
つ
ぎ
込
ま
れ
る
。

劉
一
鵬
ハ
士
口
安
に
駐
)
が
中
西
部
を
銀
座
し
、

南
部
で
は
柄
、
氷
盛
の
指
示
の
下
、

高

こ
の
よ
う
に
四
年
以
降
、
金
聾
桓
下
の
官
兵
は
各
地
の
復
現
勢
力
を
討
つ
一
方
で
、

郊
接
す
る
他
省
(
主
に
一
幅
建
)
へ
援
兵
と
し
て
涯
遣
さ

- 99ー

れ
る
事
と
な
っ
た
。
清
の
武
将
と
し
て
上
官
の
命
に
従
い
他
省
の
た
め
に
部
下
を
失
う
事
自
鐙
は
致
し
方
な
い
。
し
か
し
金
ら
の
江
西
略
定
の

た
め
の
苦
第
に
比
し
て
、
清
朝
の
褒
賞
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

一
方
抵
抗
を
績
け
て
い
る
ま
と
ま
っ
た
南
明
勢
力
と
し
て
は
康
西

の
桂
王
政
権
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
清
に
よ
る
と
全
中
園
統
一
も
遠
く
な
い
。
統
一
を
完
成
し
た
王
朝
が
、
功
の
あ
っ
た
武
絡
を
冷
遇
し
、

あ
る
い
は
兵
権
を
奪
っ
て
抹
殺
し
た
事
例
は
過
去
に
少
な
く
な
い
。
抗
清
勢
力
を
討
ち
な
が
ら
も
、
金
の
胸
中
に
は
現
紋
へ
の
不
満
と
将
来
へ

の
危
倶
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

細
は
次
章
に
譲
る
。

か
か
る
心
理
朕
態
に
加
え
外
か
ら
の
諸
要
因
が
あ
っ
て
、
彼
は
清
に
叛
く
の
で
あ
る
が
そ
の
詳

529 
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四

金
聾
桓
の
反
凱
の
始
末

ハ
門

反

範

の

原

因

金
設
桓
の
反
飽
の
原
因
と
し
て
よ
く
奉
げ
ら
れ
る
の
が
江
西
巡
撫
章
子
天
(
於
天
と
も
記
す
。
三
年
十
月
病
死
し
た
李
朔
鳳
の
後
任
)
や
巡
按
董

成
皐
(
四
年
二
月
任
)
と
の
不
和

・
確
執
で
あ
る
。
諸
史
料
に
擦
れ
ば
一
章
は
金
や
王
得
仁
に
封
し
て
侮
蔑
の
態
度
を
隠
さ
ず
、
か
つ
諸
賂
が
抗

清
に
走
っ
た
宗
室

・
官
紳
の
財
を
得
て
い
る
の
を
知
り
、
彼
ら
か
ら
賄
賂
を
貧
っ
た
。

ま
た
布
政
使
街
門
で
行
わ
れ
た
宴
の
際
は
、
故
一
意
に

(
況
)

金

・
王
二
人
を
差
別
し
て
辱
し
め
、
董
も
金

・
王
の
不
満
を
察
知
す
る
と
こ
の
事
を
上
奏
す
る
と
脅
し
つ
つ
賄
賂
を
強
要
し
て
い
た
。

金

・
王
が
章

・
董
か
ら
か
か
る
仕
打
ち
を
受
け
た
理
由
は
何
か
。
一
章

・
董
が
貧
欲
な
人
物
で
、
金

・
王
が
彼
等
か
ら
狙
わ
れ
る
だ
け
の
財
を

江
西
略
定
の
過
程
で
得
て
い
た
貼
も
確
か
で
あ
る
が

こ
こ
で
は
彼
ら
の
確
執
の
背
後
に
あ
る
よ
り
政
治
的
な
要
因
に
絹
れ
た
い
。
章

・
董
が

-100ー

着
任
し
た
順
治
四
年
頃
に
は

清
朝
は
巳
に
そ
の
領
土
と
な
っ
た
地
(
庚
西
・

雲
南

・
貴
州

・
四
川
と
湖
南
の
一
部
以
外
)
へ
の
支
配
を
強
め
る
必

要
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
箪
事
力
で
抗
清
勢
力
を
卒
げ
る
一
方
、
熟
練
し
た
文
官
を
迭
っ
て
地
方
行
政
を
園
滑
に
し
、
丘
ハ
凱
で
破
壊
さ
れ
た
鰹

済

・
祉
舎
を
立
て
直
し
、
税
糧
を
得
て
園
家
財
政
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
多
く
の
部
下
を
持
つ
明
末
以
来
の
漢
人
武
将
は

(
た
と
え
遼
人
の
金
で
あ
っ
て
も
)
中
央
の
方
針
に
従
っ

て
兵
教
を
削
減
し
た
り
、

他
省
へ
の
調
遣
に
麿
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ま
で
大
目
に

み
ら
れ
て
い
た
地
方
の
混
乱
に
紛
れ
て
の
財
産
の
掠
奪

・
横
取
り
は
巌
禁
さ
れ
る
。
部
下
の
任
兎
に
つ
い
て
も
一
々
兵
部
や
督
撫
の
指
示
を
仰

が
ね
ば
な
ら
な
い
。
右
の
よ
う
な
制
約
の
中
で
、
素
直
に
上
紐
官
の
指
示
に
従
い
、
清
朝
の
武
官
の
一
員
と
し
て
の
義
務
を
忠
貫
に
果
し
て
こ

そ
自
身
の
地
位
と
安
全
が
保
誼
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

結
局
復
明
勢
力
側
に
媛

(
m
M
)
 

返
る
か
自
暴
自
棄
的
な
反
蹴
を
起
こ
す
他
な
か
っ
た
。
順
治
四
年
に
は
漢
人
武
官
(
総
兵
官
ク
ラ
ス
)
の
中
で
か
か
る
動
き
が
多
接
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
清
朝
の
一意一
向
を
背
に
し
た
文
官
(
督
撫
)
の
匪
力
に
不
満
を
持
ち、

」
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
者
は



中
央
が
文
官
に
よ
る
統
治
(
文
治
)
を
行
政
の
中
心
に
据
え
て
そ

れ
ま
で
権
力
を
振
っ
て
い
た
武
絡
を
抑
制
し
だ
し
た
の
が
こ
の
年
で
あ
る
事
主
意
味
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
中
央
の
政
策
饗
更
の
意
を
践
し
つ

こ
れ
は
つ
ま
り
清
朝
に
よ
る
統
一
の
貫
現
の
見
込
み
が
た
つ
よ
う
に
な
り
、

っ
、
一
章
・
董
は
金
・
王
を
侮
辱
・
抑
匿
し
、
個
人
的
に
も
賄
賂
を
強
要
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
他
の
原
因
と
し
て
金
・
王
の
幕
友
・
書
記
の
一
部
に
よ
る
「
反
正
」
の
勧
告
も
無
親
で
き
な
い
。
彼
ら
の
中
に
は
か
つ
て
南
明
政
権
に

参
加
し
、
そ
の
滅
亡
後
開
郷
し
て
金
ら
に
近
づ
い
た
者
も
あ
っ
た
。

金
の
幕
下
に
在
っ
た
胡
以
寧
ハ
南
昌
の
人
。
先
に
左
良
玉
の
幕
友
と
な
る
)
及

び
そ
の
一
族
胡
糖
、
王
の
妻
の
弟
の
黄
天
雷
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
二
人
の
心
を
南
明
側
に
向
か
せ
よ
う
と
謀
る
。
ま
た
諸
生
中
に
は
清
に

劃
す
る
嫌
悪
か
ら
金
を
復
明
の
た
め
の
起
事
に
立
上
ら
せ
、
そ
れ
に
便
乗
し
て
南
明
側
に
自
己
を
買
り
、
込
も
う
と
い
う
投
機
分
子
も
少
な
く
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
①
清
朝
(
そ
の
意
を
汲
む
江
西
の
文
官
)
よ
り
の
匪
力
、
②
そ
の
隙
に
つ
け
込
ん
だ
幕
友
・
諸
生
達
の
「
反
正
」
の
勧
告
の
他
に
③
各

-101ー

地
で
な
お
抵
抗
を
績
け
て
い
る
抗
清
勢
力
の
存
在
も
金
・
王
の
反
凱
の
原
因
た
り
う
る
。
粘
り
強
く
ゲ
リ
ラ
戦
を
行
う
彼
ら
の
力
量
に
つ
い
て

は
、
敵
劃
し
た
金
・
王
と
そ
の
部
下
が
一
番
良
く
認
識
し
て
い
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
勢
力
を
味
方
に
組
み
入
れ
る
事
が
で
き
れ
ば
、
無
敵
を
誇

る
八
旗
兵
と
も
十
分
渡
り
あ
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
目
論
見
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ
右
の
よ
う
な
原
因
で
反
意
を
決
し
た
金
ら
は
腹
心
の
部
下
・
諸
生
と
共
に
蜂
起
計
霊
を
練
っ
て
お
り
、
敵
で
あ
る
べ
き
復
明
勢
力
の

一
部
と
も
気
脈
を
遁
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

亡才

反

範

の

経

過

金
聾
桓
の
反
観
の
顛
末
に
つ
い
て
は
史
料
も
少
な
く
な
い
が
、
本
稿
で
は
ま
ず
反
範
中
の
金
・
王
の
動
向
を
示
し
、

た
諸
勢
力
の
消
長
に
つ
い
て
、
地
域
別
に
述
べ
て
み
た
い
。

つ
い
で
反
範
に
呼
底
し
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(a) 

金
・
王
の
動
向

金
・
王
が
南
昌
で
叛
い
た
の
は
順
治
五
年
正
月
二
十
六
日
深
夜
で
あ
る
。
二
人
は
巡
按
董
成
皐
と
湖
東
道
成
大
業
を
殺
し
、

ま
た
兵
を
迭
つ

て
嘗
時
督
銅
の
た
め
瑞
州
に
向
か
っ
て
い
た
巡
撫
章
子
天
を
捕
え
監
禁
し
た
(
後
殺
す
)
。
ま
た
「
復
明
抗
清
」
の
あ
か
し
と
し
て
解
髪
を
斬
り

(

お

)

(
民
に
も
強
制
)
、
隆
武
四
年
と
稽
し
た
。
と
は
言
え
擁
立
す
べ
き
明
の
宗
室
が
い
な
い
た
め
、
南
昌
に
隠
棲
し
て
い
た
も
と
一
幅
王
政
権
の
大
事

(
引
品
)

士
昔
一
女
日
廉
を
招
き
、
各
地
に
搬
を
飛
ば
し
て
拳
兵
を
呼
び
か
け
る
。

金
聾
桓
と
王
得
仁
は
各
々
預
園
公
・
建
武
侯
と
自
稿
、
部
下
・
幕
友
ら
に
も
官
職
を
授
け
た
。
か
つ
て
唐
王
政
権
に
参
加
し
た
諸
生
は
「
反

正
」
の
質
現
に
喜
び
、
義
兵
を
募
る
一
方
で
新
政
府
に
重
用
さ
れ
よ
う
と
隠
し
持
っ
て
い
た
隆
武
の
年
続
の
あ
る
割
を
手
に
南
昌
へ
殺
到
す

る
。
し
か
し
新
政
府
の
幹
部
達
は
彼
ら
の
参
入
に
よ
っ
て
自
己
の
権
限
が
狭
ま
る
の
を
恐
れ
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
歓
迎
し
な
い
。
失
望
し
た
諸

生
は
金

・
王
以
下
の
官
の
衣
冠

・
服
制
が
本
来
の
明
の
そ
れ
で
は
な
い
と
瑚
笑
し
、
ま
た
そ
の
人
事
を
非
難
し
た
た
め
、
新
政
府
の
行
政
を
取

り
し
き
る
菱
臼
贋
(
美
は
諸
生
達
が
進
士
出
身
で
な
け
れ
ば
就
け
な
い
官
を
妄
り
に
自
稽
す
る
の
を
憎
ん
だ
)
や
責
天
雷
は
彼
ら
を
南
昌
か
ら
追
放
す

-102-

る。
事
兵
直
後
、

王
得
仁
は
北
進
し
て
九
江
府
を
陥
し
た
つ
一
月
)
。
つ
い
で
金
・
王
を
中
心
に
幹
部
達
の
聞
で
爾
後
の
方
針
に
つ
い
て
舎
議
が
も

た
れ
、
①
長
江
を
下
っ
て
江
寧
(
南
京
)
を
取
る
②
長
江
を
湖
っ
て
武
昌
を
奪
い
何
騰
蛇
ら
の
南
明
軍
と
合
流
す
る
①
か
つ
て
の
李
自
成
の
如

く
流
動
作
戦
を
と
る
等
の
案
が
出
た
。
王
を
始
め
大
牢
の
幹
部
は
①
に
傾
い
た
が
、
金
の
幕
友
で
新
政
府
の
綿
督
と
な
っ
た
責
人
龍
は
、
北
進

を
良
い
と
し
つ
つ
も
、
後
顧
の
憂
い
を
断
つ
た
め
ま
ず
清
の
巡
撫
(
劉
武
元
)
・
綿
兵
(
胡
有
陸
)
が
駐
す
る
韓
州
を
確
保
す
べ
き
だ
と
主
張
し

軍
は
よ
く
守
り
、

た
。
金
は
こ
れ
を
強
く
支
持
し
、
三
月
中
旬
王
と
共
に
南
準
し
輪
州
府
を
園
む
(
南
昌
は
宋
套
光
・
黄
天
雷
ら
が
留
守
)
。
し
か
し
高
進
庫
ら
の
清

ま
た
反
凱
軍
が
高
ら
を
「
招
撫
」
し
よ
う
と
嘗
初
攻
撃
を
控
え
た
事
も
あ
っ
て
、
包
圏
は
三
月
末
か
ら
五
月
初
め
ま
で
七
十

除
日
の
長
期
に
及
ん
だ
。



金
・
王
叛
す
の
報
が
到
る
と
、
北
京
の
清
廷
は
反
凱
軍
が
長
江
を
下
る
と
殻
想
し
て
守
備
を
固
め
さ
す
。

し
か
る
に
金
は
讃
州
へ
進
軍
し
た

た
め
、
清
側
は
積
極
策
に
碍
じ
、
三
月
十
五
日
露
泰
叶
白
己
尽
を
卒
南
大
将
軍
に
任
じ
、
何
洛
曾
出
。

-ra
と
共
に
八
旗
兵
を
率
い
て
南
下
さ

せ
る
。
清
軍
は
五
月
一
日
九
江
を
復
し
七
日
に
南
昌
城
下
に
迫
っ
た
。
南
昌
の
留
守
部
隊
は
八
旗
兵
の
出
現
に
恐
慌
を
き
た
し
、
金
聾
桓
の
兄

金
成
功
(
金
成
動
あ
る
い
は
金
大
)
ら
は
清
軍
へ
の
内
鷹
を
企
て
て
宋
歪
光
に
殺
さ
れ
た
。

積
州
を
園
ん
で
い
た
金
・
王
は
清
軍
至
る
と
聞
い
て
た
だ
ち
に
北
へ
戻
り
、

十
九
日
南
昌
へ
入
城
す
る
。

」の
際
宋
歪
光
や
郭
天
才
(
先
に

福
建
へ
調
遣
さ
れ
、
巡
撫
修
園
鮪
と
合
わ
ず
魯
王
に
錦
降
、
後
に
金
の
反
を
知
り
戻
る
)

は
食
糧
確
保
の
た
め
城
外
に
設
営
す
る
よ
う
進
言
し
た
が
容
れ

ら
れ
ず
、
郭
の
み
が
域
外
黄
泥
洲
に
駐
し
た
(
金
後
十
月
に
入
城
)
。

六
月
三
日
、
金
・
王
の
主
力
と
清
軍
は
七
里
街
で
激
突
、
王
得
仁
が
活
躍
し
た
が
結
局
包
闇
網
を
破
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
後
の
戦

闘
の
模
様
は
『
明
清
史
料
』
丙
・

8
・
川
、
甲
・

3
・
m等
に
詳
し
い
。
七
里
街
の
戦
い
で
八
旗
兵
の
賓
力
を
認
識
し
た
金
・
王
が
出
撃
を
控

え
る
聞
に
、
語
泰
は
附
近
の
民
を
徴
設
し
て
南
昌
府
城
を
園
む
土
壕
を
築
き
始
め
る
。
城
西
の
鞍
江
上
に
は
浮
橋
を
作
り
、
さ
ら
に
土
砂
・
材

木
で
水
を
せ
き
止
め
人
馬
が
通
れ
る
よ
う
に
し
、
土
壕
と
城
壁
の
聞
は
み
な
卒
地
と
す
る
。
夏
の
聞
の
突
貫
工
事
で

E
大
な
土
壌
が
成
る
と
、
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語
泰
は
城
の
南
の
永
和
門
附
近
に
棲
蓋
を
造
ら
せ
、

そ
こ
か
ら
城
内
の
様
子
を
偵
察
さ
せ
た
。

こ
れ
に
射
し
金
聾
桓
ら
は
何
ら
針
策
を
施
す
事
が
な
か
っ
た
た
め
、
反
凱
軍
の
内
部
か
ら
も
金
ら
が
己
に
戦
意
を
失
っ
て
い
る
と
み
な
さ

れ
、
呉
傘
周
(
金
の
幕
友
。
巡
按
御
史
と
稽
)
や
殿
園
禎
(
新
建
の
諸
生
)
は
援
兵
を
要
請
す
る
と
の
名
目
で
城
か
ら
去
っ
て
い
く
。
土
壕
完
成
後
、

城
外
か
ら
米
穀
を
運
び
入
れ
る
事
も
難
く
な
る
中
で
、
金
・
王
は
ひ
た
す
ら
援
軍
の
到
着
を
待
っ
た
。
貫
際
は
、
彼
ら
の
事
兵
後
江
西
の
抗
清

勢
力
の
活
動
は
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
の
、
南
昌
を
救
援
す
る
程
の
徐
裕
は
な
か
っ
た
(
昨
年
ま
で
自
分
淫
を
攻
撃
し
て
い
た
武
将
の
急
な
「
反
正
」
を

俄
に
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
黙
も
あ
り
う
る
)
。
こ
う
し
て
南
昌
は
次
第
に
孤
立
し
て
い
く
。

秋
か
ら
多
に
か
け
城
内
で
は
餓
死
者
が
出
始
め
、
城
を
脱
し
て
清
側
に
投
降
す
る
者
も
績
出
し
た
。
六
年
に
な
る
と
進
賢
門
を
守
る
湯
執
中
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が
ひ
そ
か
に
来
降
を
約
し
て
く
る
。

一
月
十
九
日
露
泰
の
兵
が
こ
と
さ
ら
に
紅
衣
砲
で
徳
勝
門
を
攻
撃
、
金
・
王
が
こ
れ
を
救
う
聞
に
清
兵
が



534 

準
賢
門
よ
り
登
城
、

八
箇
月
に
及
ぶ
包
囲
の
結
果
遂
に
南
昌
は
陥
落
し
た
。
金

・
菱
自
康
は
投
水
し
て
死
し、

王
得
仁

・
宋
歪
光
・
郭
天
才
は

皆
捕
殺
さ
れ
、
城
内
の
官
兵
も
清
軍
の
屠
裁
に
あ
う
。
語
泰
は
こ
の
後
反
凱
軍
の
品開
黛
を
討
ち
つ
つ
南
進
す
る
。

め

江
西
西
北
部
(
南
昌

・
九
江

・
南
康

・
瑞
州
)

南
昌
(
府
城
以
外
)

こ
の
一
帯
で
の
反
凱
へ
の
呼
腰
勢
力
と
し
て
は
武
寧
守
備
郵
雲
龍
が
あ
る
。

『
道
光

・
武
寧
豚
志
』
巻
十
四
、
武
事
に
擦

る
と
、
町
野
は
無
頼
出
身
で
以
前
よ
り
不
法
行
策
が
多
く
、
民
か
ら
憎
ま
れ
て
い
た
。
金
の
反
蹴
後
そ
の
割
を
受
け
て
都
督
と
自
稿
し
、
附
近
か

ら
仕
丁
・
兵
糧
を
徴
し
、
集
め
た
数
寓
を
三
十
六
の
替
に
編
成
し
副
賂
以
下
を
置
く
。
清
の
知
豚
を
捕
え
(
後
四
梓
放
)
、
つ
い
で
金
を
救
う
と
稿

し
て
東
進
す
る
。
諦
泰
は
五
年
六
月
、

八
旗
兵
を
急
行
さ
せ
郵
の
軍
を
大
破
、
郵
は
寧
州
へ
逃
れ
、
南
昌
陥
落
後
明
の
宗
室
の
王
子
五
人
を
捕

ぇ
、
こ
れ
を
み
や
げ
に
語
泰
に
降
っ
た
。
南
昌
府
下
の
他
の
州
豚
に
つ
い
て
は
史
料
に
記
載
が
少
な
く
不
明
で
あ
る
。

九
江

東
の
湖
口
に
も
駐
兵
さ
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九
江
府
城
(
徳
化
)
は
前
述
の
如
く
王
得
仁
が
五
年
二
月
に
陥
し
(
練
兵
冷
允
登
は
降
)
部
下
の
果
高
を
留
め
、

せ
て
清
の
反
攻
に
備
え
る
。
金
・
王
に
呼
醸
し
て
都
陽
湖
周
遊
で
は
諸
生
金
志
逮
・
借
了
悟
が
起
ち
、
そ
の
水
軍
は
北
上
し
て
安
徽
の
東
流
・

(

お

)

建
徳
に
迫
っ
た
。
建
徳
で
は
「
遁
成
罪
紳
」
胡
士
昌
が
署
知
鯨
の
張
庭
木
山
に
迎
順
を
勤
め
て
い
る
ハ
胡
は
三
月
清
兵
に
捕
殺
さ
れ
る
〉
。

ま
た
九
江
の
反
凱
軍
は
二
月
に
湖
北
陸
風
済
に
進
み
、
知
将
却
脚
光
輔
を
捕
え
、
黄
梅
で
は
民
が
清
の
知
牒
李
鐙
帽
を
到
来
し
た
「
偽
知
豚
」
李
廷

(

町

四

)

芳
に
献
ず
る
等
、
品
目
田
初
金
ら
が
江
南
に
押
し
寄
せ
る
と
の
諜
想
も
あ
っ
て
こ
の
方
面
の
呼
庭
勢
力
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
右
の
二
豚
は

清
の
下
江
肪
道
活
鳴
珂
の
攻
撃
を
受
け
、
早
く
も
二
月
十
九
日
に
は
黄
梅
が
、
約
十
日
後
に
は
康
済
が
陥
落
し
た
。

陥
ち
る
(
奥
高
は
逃
亡
)
。

金
盤
桓
ら
が
鞍
州
を
園
む
閉
も
九
江
一
得
は
反
凱
軍
の
手
に
あ
っ
た
が
、
清
軍
が
迫
る
と
閏
四
月
三
十
日
湖
口
、
が
、

金

・
王
が
南
昌
へ
蹄
還
し
た
後
、

五
月
一
日
九
江
府
城
が

王
得
仁
は
再
び
九
江
を
奪
お
う
と
謀
っ
た
が
菱
自
贋
ら
の
反
劃
で
貫
現
し
な
か
っ

-F。

中
れ南

康

南
康
府
城
ハ
星
子
)
で
は
金
の
部
勝
白
之
喬
(
も
と
明
の
副
将
↓
清
に
降
〉
が
反
飽
に
庭
じ
、
他
に
生
員
果
江
が
星
子
で
、
明
の
線
督
余
鹿



居

〉

の

そ

れ

は

注

目

に

慣

す

る

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

都

陽

湖

北

で

彼

ら

が

起

事

し

た

の
は
、
反
観
軍
が
今
後
安
徽
方
面
へ
進
む
と
議
想
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
現
に
果
江
は
王
得
仁
の
九
江
・
湖
口
で
の
戦
い
に
加
わ
っ
て
い
る
。

桂
が
都
昌
で
、
孔
徹
元
・
徹
哲
兄
弟
と
察
観
光
(
と
も
に
庶
民
〉
が
建
昌
で
事
兵
す
る
。

彼
ら
は
み
な
以
前
目
立
っ
た
抗
清
活
動
の
経
験
が
な
い
。

特
に
余
の
よ
う
な
大
官
ハ
彼
は
甲
申
・
乙
酉
の
際
は
家

し
か
る
に
金
・
王
が
鞍
州
へ
向
っ
た
後
は
彼
ら
の
み
で
北
準
す
る
事
も
で
き
ず
、
活
動
は
停
滞
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
や
が
て
清
軍
が
到

り
、
主
力
の
語
泰
は
九
江
か
ら
南
昌
へ
直
行
し
、
別
軍
の
副
将
楊
捷
(
九
江
を
取
っ
た
後
、
総
兵
官
を
署
理
)
が
南
康
府
を
攻
撃
、
五
月
初
め
に
白

(

幻

)

之
喬
の
兵
は
潰
滅
、
つ
い
で
「
巡
撫
麿
騎
乗
轄
薪
寅
光
国
九
江
等
慮
地
方
」
と
稽
し
て
い
た
呉
江
も
捕
殺
さ
れ
る
。
都
昌
も
十
一
月
頃
落
城

し
、
こ
こ
に
擦
っ
て
い
た
余
麿
桂
は
殺
さ
れ
、
建
昌
の
孔
徹
哲
は
南
昌
包
園
戦
で
死
亡
、
兄
の
徹
元
は
順
治
六
年
に
、
察
観
光
は
七
年
に
各
々

再
蜂
起
を
試
み
て
失
敗
す
る
。

瑞
州

瑞
州
府
で
は
管
見
の
限
り
で
は
金
・
王
に
鷹
じ
た
勢
力
の
動
向
を
示
す
史
料
が
な
い
。

泰
が
汲
遺
し
た
朱
邦
政
が
よ
く
民
を
安
輯
し
た
と
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
前
の
動
向
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

『
同
治
・
高
安
蘇
士
山
』
巻
九
、
兵
事
で
は
、
聾
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(c) 

江
西
東
部
(
鐘
州
・
康
信
・
撫
州
・
建
昌
)

韓
列、|

府
城
に
駐
し
て
い
た
潜
永
一
一
帽
(
永
照
と
も
記
す
)
は
金
・
王
に
呼
躍
し
、
南
康
府
の
果
、
江
と
連
絡
を
保
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
は
不
明

で
あ
る
。
や
が
て
清
の
何
洛
舎
の
軍
が
安
徽
南
部
を
へ
て
到
り
、
閏
四
月
三
十
日
府
城
を
復
す
(
潜
は
逃
亡
)
。
何
洛
舎
は
つ
い
で
船
で
南
昌
へ

赴
き
曹
泰
と
合
流
し
た
。

康
信

(

お

)

康
信
府
で
は
嘗
初
参
将
康
時
昇
の
守
る
府
城
(
上
鏡
)
を
除
く
全
鯨
が
反
蹴
軍
に
腐
応
じ
た
よ
う
で
あ
る
。

西
部
の
貴
漫

-
t陽
に
は
賞

渓
の
盗
楊
厚
林
が
、
鉛
山
に
は
金
の
部
下
王
紹
忠
が
そ
れ
ぞ
れ
擦
り
、
永
豊
で
も
邑
民
楊
文
が
同
地
の
武
弁
李
高
年
と
共
に
叛
く
。
し
か
し
清
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軍
が
南
昌
を
園
む
と
、
康
の
中
軍
遊
撃
趨
鳴
が
鉛
山

-
t陽
・
興
安
・
永
豊
・
貴
援
の
五
鯨
を
復
し
、
ま
た
建
昌
の
敵
を
討
っ
た
。
こ
う
し
て

一
時
期
盛
ん
で
あ
っ
た
贋
信
府
の
抗
清
勢
力
も
五
年
八
月
頃
ま
で
に
は
康
・
越
ら
清
の
経
制
兵
に
鎮
監
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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撫
'l'1i 

撫
州
府
域
に
駐
す
る
張
自
盛
(
金
の
部
下
で
卒
西
伯
と
稽
。
同
民
〔
舎
族
〕
出
身
)
が
金
に
膳
じ
、

ま
た
金
婦
で
は
「
土
冠
」
と
鏡
州
・
慶

信
よ
り
の
反
飢
寧
が
入
城
し
て
知
鯨
王
額
を
泣
致
す
る
が
、
そ
の
後
任
の
王
宗
周
は
園
練
を
組
織
し
て
防
備
を
固
め
る
。
撫
州

・
建
昌

一
帯
の

山
中
で
ゲ
リ
ラ
戟
を
績
け
て
い
た
停
鼎
詮

・
掲
重
照
は
先
に
金
の
拳
兵
直
後
搬
に
底
じ
て
南
昌
へ
赴
い
た
が
、
金
・
王
の
奉
動
や
新
政
府
が
そ

の
私
人
で
固
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
失
望
し
軍
を
引
退
す
。
そ
の
彼
ら
も
南
昌
が
包
圏
さ
れ
る
と
こ
れ
を
坐
覗
で
き
ず
、
掲
は
桂
王
の
も
と

へ
救
援
を
求
め
、
停
は
張
自
盛
と
共
に
南
昌
へ
馳
け
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
撫
州
・
南
昌
の
境
界
の
三
江
口
で
清
軍
に
敗
れ
る
。
南
昌
陥
落
後

清
軍
が
南
下
す
る
と
二
人
は
江
西
・
一
帽
建
聞
の
山
中
で
な
お
ゲ
リ
ラ
鞍
を
績
行
す
る
。

り
、
清
の
知
鯨
秦
克
俊
を
捕
え
て
南
昌
へ
迭
り
、

こ
こ
も
慶
信
府
同
様
府
城
(
南
減
)
以
外
の
全
て
の
鯨
が
反
乱
に
臆
じ
た
。
南
豊
で
は
二
月
七
日
に
金
の
部
将
金
世
選
(
一

干
騎
)
が
至

同
時
に
民
か
ら
兵
制
を
徴
し
て
い
る
。
反
凱
軍
側
は
各
牒
に
「
偽
知
鯨
」
を
置
き
(
南
盤
↓

(

ω

)

 

「
土
冠
」
の
動
き
も
活
溌
に
な
る
。

建
Eヨ

管
錦
、
新
城
↓
方
向
賢
、
他
に
陳
勝
先
・
郷
英
・
李
子
雄
ら
)
、

南
昌
陥
落
が
間
近
に
な
っ
た
五
年
多
以
降
、
府
城
を
固
守
し
て
い
た
清
軍
が
攻
勢
を
か
け
、

「
偽
官
」
の
う
ち
陳
勝
先

・
李
子
雄
が
殺
さ
れ
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る
。
南
昌
が
落
ち
た
後
に
は
、
反
凱
側
に
つ
い
た
各
地
の
残
兵
が
一帽
建
と
の
省
境
や
宜
黄

・
誼
漢
の
山
中
に
走
り
、
途
中
の
府
内
で
も
掠
奪
を

ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。

清
箪
に
捕
え
ら
れ
八
年
八
月
庭
刑
さ
れ
る
。
先
に
桂
王
の
も
と
へ
赴
い
た
掲
重
照
も
一
時
は
福
建
で
勢
力
を
振
っ
た
が
、

(

4

)

 

後
曹
も
死
し
、
金
の
儀
葉
は
遂
に
跡
を
絶
っ
た
の
で
あ
る
。

後
張
自
盛
は
七
年
多
J
八
年
噴
殺
さ
れ
、
侍
鼎
錠
は
張
の
死
後
贋
信
府
の
曹
大
錆
(
金
の
部
下
。
威
武
侯
と
自
稽
〕
と
行
動
を
共
に
し
た
が
、(

ω
)
 

七
年
捕
殺
さ
れ
る
。

(dl 

江
西
中
西
部
(
吉
安
・
臨
江
・
意
州
)

吉
安

吉
安
府
で
も
殆
ん
ど
の
鯨
が
金
・
王
に
麿
じ
た
。
府
城
に
居
る
劉

一
鵬
は
金
聾
桓
の
古
参
の
部
下
で
、
反
観
軍
内
で
の
序
列
も
高
く
漢

城
侯
と
稿
し
た
。
反
劃
初
期
に
は
吉
安
に
留
ま
り
、
金
・

王
が
教
州
か
ら
南
昌
へ
戻
る
の
に
従
い
、
南
昌
陥
落
の
際
王
得
仁
や
宋
歪
光

・
郭
天



才
と
共
に
殺
さ
れ
た
と
さ
れ
る
(
『
清
史
列
俸
』
巻
八
十
、
金
獲
桓
惇
な
ど
〉
。

た
だ
『
江
出
演
紀
略
』
で
は
劉
は
士
口
安
か
ら
東
方
の
撫
州
へ
走
っ
て
掲

重
照
と
抗
清
活
動
を
績
け
た
と
す
る
。

反
範
に
呼
躍
し
た
勢
力
に
鰯
れ
る
と
、
ま
ず
泰
和
懸
の

E
家
(
姓
は
不
明
)
の
奴
僕
劉
京
(
劉
金
)
は
黛
を
集
め
山
菜
に
擦
っ
て
各
地
を
掠

し
、
永
堂
で
は
張
自
勝
ら
数
千
が
や
は
り
山
地
に
擦
る
。
南
昌
を
奪
っ
た
八
旗
兵
が
士
口
安
府
に
入
っ
た
頃
は
一
時
活
動
が
や
ん
だ
が
、
引
上
げ

た
後
は
ま
た
活
濯
な
動
き
を
み
せ
る
。
す
な
わ
ち
六
年
五
月
劉
京
が
泰
和
を
陥
し
、
金
の
儀
黛
張
士
奉
が
永
新
・
永
寧
を
掠
す
〈
裳
州
に
在
っ
た

金
の
部
下
蓋
遇
時
も
参
加
)
。
や
が
て
劉
は
蓋
及
び
貌
林
鳳
と
合
し
(
「
紅
頭
の
賊
」
と
呼
ば
れ
る
)
、
順
治
十
年
に
殺
さ
れ
る
ま
で
吉
安
府
西
部
か
ら

重
州
府
に
わ
た
る
慶
い
範
園
で
抵
抗
を
績
け
る
。

臨
江

(

必

)

臨
江
府
の
う
ち
新
治
・
新
聡
二
鯨
の
「
失
陥
」
は
史
料
よ
り
確
認
で
き
る
が
、
恐
ら
く
府
下
の
四
豚
全
て
が
金
・
王
に
呼
躍
し
た
と
思

わ
れ
る
。

た
だ
嘗
時
の
「
土
冠
」
に
開
す
る
記
述
は
管
見
の
限
り
見
首
ら
な
い
。

嚢
州

来
か
ら
金
に
隠
っ
て
い
た
湯
執
中
・
蓋
遇
時
も
駐
し
て
い
た
。
金
に
薩
じ
た
湯
・
蓋
は
復
明
を
唱
え
る
兵
土
と
共
に
向
を
殺
し
て
府
城
を
占
援

こ
こ
で
は
金
援
桓
の
反
飽
以
降
大
き
な
動
き
が
あ
る
。

府
城
(
宜
春
)
に
は
三
年
八
月
以
後
備
登
第
が
副
賂
と
し
て
お
り
、

一
方
で
従
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す
る
。
こ
の
他
分
宜
・
蔦
載
に
は
棚
民
(
「
棚
賊
」
)
が
、

斧
郷
の
西
に
は
責
朝
宣
の
徐
黛
が
、

同
じ
薄
郷
の
童
漢
に
は
王
麿
曾
が
割
接
し
て
い

た。

五
月
湯
は
南
へ
走
り
、

蓋
も
十
月
に
吉
安
西
部
へ
移
っ
た
た
め
、

空
い
た
府
城
に
棚
民
の
部
隊
が
入
り
一
帯
を
支
配
す
る
。

六
年
清
軍

四
月
に
高
載
を
回
復
し
た
が
、
棚
民
は
反
凱
軍
の
蝕
部
と
結
ん
で
激
し
く
抵

抗
、
九
月
に
は
蔦
載
を
陥
し
て
「
偽
知
豚
」
を
置
き
(
十
月
再
び
清
軍
が
奪
回
)
、
十
一
月
に
は
府
城
を
攻
め
る
。
ま
た
七
年
三
月
に
は
葎
郷
知
豚

(
総
丘
ハ
越
感
窒
ら
〉
が
到
り
一
月
に
府
城
を
、

二
月
に
葎
郷
を
、

張
賓
が
「
土
冠
」
に
殺
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
越
腰
歪
ら
は
府
内
を
奔
走
し
て
掃
討
に
嘗
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
棚
民
と
金
・
王
の
飴
部

(
M
M
)
 

に
よ
る
抗
清
活
動
は
順
治
九
年
頃
ま
で
及
ぶ
。
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(e) 

江
西
南
部
(
輪
州
・
南
安
)

韻
州
府
城
(
緒
豚
)
は
明
代
よ
り
南
鞍
巡
撫
が
駐
す
る
要
地
で
あ
る
。

南
鞍
巡
撫
は
江
西
の
教
州
・
南
安
二
府
の
他

一
陪
建
の
汀

鞍
州
北
部

州
・
部
武
、
廉
東
の
潮
州
・
詔
州
二
府
及
南
雄
州
を
も
粂
轄
し
、
南
昌
を
中
心
と
す
る
以
北
と
は
一
線
を
劃
し
て
い
た
。
金

・
王
奉
兵
嘗
時
、

こ
こ
に
は
巡
撫
劉
武
元
、
綿
兵
胡
有
陸
、
副
将
と
し
て
高
進
庫
・
徐
啓
仁
・
楊
遇
明
ら
が
あ
っ
た
が
、
劉
・
胡
は
入
閲
以
前
よ
り
清
に
仕
え
た

旗
人
、
高
は
江
南
よ
り
の
、
徐
・
楊
は
湖
底
風
よ
り
の
援
兵
の
絡
で
皆
金
・
王
と
の
関
係
は
薄
い
。
嘗
地
の
官
兵
の
中
核
は
三
年
三
月
J
十
月
ま

で
楊
延
麟
の
援
る
議
州
府
械
を
包
園
、
陥
落
さ
せ
た
高
ら
の
将
兵
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
要
衝
の
こ
の
地
に
金
の
腹
心
の
部
将
が
配
さ
れ
る
の

が
安
首
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
そ
れ
が
貫
現
し
な
か
っ
た
の
は
、
教
州
一
帯
の
抗
清
勢
力
の
抵
抗
が
極
め
て
強
く
、
戦
闘
に
よ
っ
て
自
己
の
子

飼
い
の
賂
兵
が
失
わ
れ
る
の
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
金
自
身
が
叛
旗
を
翻
し
て
み
る
と
、
南
方
に
い
わ
ば
彼
の
系
列
に
属
さ
な

い
兵
士
が
八
旗
所
属
の
官
の
下
で
駐
し
て
い
る
事
態
に
不
安
を
抱
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ

て
北
準
策
を
一
時
棚
上
げ
し
て
ま
で
議
州
の
確
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保
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

は
き
口
え
、

金
・
王
は
前
述
の
如
く
約
二
箇
月
徐
に
わ
た
り
輪
州
府
を
園
ん
だ
も
の
の
、
結
局
陥
す
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
同
じ
江
西
に
駐
す
る
武
将
と

援
兵
で
あ
り
な
が
ら
最
前
線
で
苦
戦
を
重
ね
た
高
進
庫
ら
は
、

高
い
官
位
(
提
督
)
を
有
し
な
が
ら
も
貫
際
は
南
昌
で
机
上
の
作
戦

の
指
揮
を
執
る
の
み
の
金
に
劃
し
て
日
頃
か
ら
不
満
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
金
が
突
然
「
復
明
抗
清
」
を
唱
え
奉
兵
し
て
も
、

か
ね
て

よ
り
金
を
快
く
思
わ
ず
、

か
つ
直
接
の
部
下
で
は
な
い
高
ら
が
素
直
に
こ
れ
に
協
力
す
る
は
ず
は
な
い
。
金
の
こ
の
作
戦
は
正
徳
年
聞
の
寧
王

と
王
守
仁
と
の
関
係
に
鑑
み
て
、
自
軍
の
北
準
を
南
鞍
の
丘
ハ
が
後
方
か
ら
撃
つ
の
を
恐
れ
た
た
め
だ
が
、
嘗
時
南
鞍
に
接
す
る
贋
東
・
一
帽
建
の

抗
清
勢
力
の
激
し
い
活
動
を
考
え
る
と
、
そ
の
危
倶
は
や
や
思
い
過
ご
し
と
言
え
な
く
も
な
い
。

と
も
か
く
反
組
軍
の
包
圏
は
語
泰
が
南
昌
に
迫
っ
た
た
め
解
け
、
劉
武
元
ら
は
金
の
翠
丘
一後

一
一
層
活
滋
化
し
た
「
土
竃
」

ハ
そ
の
中
に
は
金
の

「
僑
劉
」
を
受
け
た
者
も
あ
る
)
を
討
っ
た
が
、
九
月
に
は
康
州
で
金
に
呼
臨
隠
し
て
叛
し
、
桂
王
を
擁
立
し
た
李
成
棟
の
軍
が
押
し
寄
せ
て
く
る
。



域
内
か
ら
は
高
進
庫
が
た
だ
ち
に
出
撃
し
て
破
り
、
李
は
信
豊
へ
退
く
。
こ
の
ま
ま
穆
着
状
態
が
績
く
聞
に
南
昌
が
陥
落
、
八
旗
兵
が
南
下
を

(

H

H

)

 

開
始
す
る
。
こ
れ
を
知
っ
て
動
揺
し
た
李
の
軍
を
高
は
す
か
さ
ず
攻
撃
、
六
年
二
月
二
十
九
日
に
信
盟
で
大
破
し
李
も
戦
死
す
る
。
府
城
以
外

の
零
都
で
は
「
土
賊
」
や
李
成
棟
軍
に
苦
し
ん
だ
が
守
り
切
り
、
輿
園
は
「
煙
兵
」
の
横
行
も
あ
っ
て
荒
慶
し
た
が
六
年
末
に
清
兵
に
よ
り
牧

(

必

)

拾
さ
れ
た
。

輪
州
南
部

こ
の
一
帯
は
金
・
王
の
反
凱
以
後
も
閤
王
綿
ら
「
贋
賊
」
が
盛
ん
で
あ
る
。
讃
州
の
清
兵
も
府
城
周
造
及
び
寧
都
方
面
の
鎮
定
に

(
日
叩
)

手
一
杯
で
、
こ
の
地
を
顧
る
徐
裕
は
な
か
っ
た
。
閤
王
綿
は
五
年
九
月
に
は
龍
南
を
、
六
年
一
月
に
は
定
南
を
陥
し
て
清
の
知
燃
を
殺
す
。
た

だ
二
月
に
李
成
棟
が
戦
死
す
る
と
、
や
や
鳴
り
を
ひ
そ
め
た
よ
う
で
あ
る
。

鞍
州
東
部
ハ
寧
都
)
寧
都
附
近
で
は
先
に
「
田
兵
」
・
「
客
綱
」
・
「
慶
賊
」
が
活
動
し
た
が
、
金
・
王
の
反
範
時
に
は
回
兵
の
影
は
薄
れ
て
い

る
。
寧
都
で
は
温
鷹
架
の
一
族
と
み
ら
れ
る
温
麿
宣
が
五
年
三
月
「
客
綱
」
の
衆
を
集
め
て
鯨
域
を
攻
め
る
も
退
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
か
つ
て

楊
延
麟
の
部
下
で
あ
っ
た
彰
順
慶
(
賀
伯
)
が
同
族
の
彰
鋸
(
諸
生
。
楊
の
幼
子
を
匿
ま
っ
て
い
た
と
い
う
)
と
「
里
巷
の
無
頼
」
を
糾
合
し
て
「
閲

聖
禽
」
を
結
成
す
る
。
彼
は
六
年
に
清
の
知
豚
を
殺
し
、
鯨
丞
・
典
史
を
追
放
し
て
、
「
宮
保
軍
門
」
と
稿
し
彰
達
慶
(
大
景
)
ら
を
都
堂
以

(
U
)
 

下
の
官
に
任
命
す
る
。
こ
の
他
石
城
に
は
五
年
五
月
以
降
金
の
「
偽
官
」
回
贋
業
が
擦
り
、
後
清
が
い
っ
た
ん
復
し
た
が
六
年
十
一
月
に
は
張

自
盛
が
入
っ
て
清
の
官
を
殺
し
て
い
る
。
瑞
金
も
閤
王
線
や

「土
賊
」
の
度
重
な
る
攻
撃
を
堪
え
忍
ぶ
の
が
や
っ
と
で
あ
っ
た
。
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李
成
棟
を
敗
死
さ
せ
、

を
総
統
と
し
、
劉
伯
稔
・
孔
園
治
ら
四
千
が
東
進
、

(
川
叩
)

軍
に
来
降
す
る
。

「
康
賦
」
に
打
撃
を
輿
え
、

よ
う
や
く
寧
都
を
牧
拾
す
る
徐
裕
の
で
き
た
教
州
の
清
軍
は
、

七
年
二
月
副
将
高
進
庫

つ
い
で
石
城
の
「
土
賦
」
も
清

二
月
十
一
日
に
こ
れ
を
陥
し
欝
順
慶
・
彰
鋸
を
斬
っ
た
。

南
安
先
に
金
・
王
が
鞍
州
府
を
圏
ん
だ
際
、
金
は
南
安
府
下
の
南
康
を
取
り
、
ま
た
部
下
を
遣
っ
て
贋
東
・
南
雄
府
下
の
一
部
の
州
鯨
を
陥

(

川

叩

)

(

印

)

し
た
が
、
こ
の
事
は
「
贋
賊
L

の
活
動
を
よ
り
盛
ん
に
し
た
。
上
猶
で
は
曹
志
堅
が
再
び
翠
兵
し
、
閤
王
線
は
各
城
を
攻
撃
す
る
。
こ
れ
等
の

(

日

)

動
き
に
謝
し
て
清
軍
は
六
年
三
月
、
金
の
餓
黛
の
「
偽
亮
園
公
」
(
氏
名
不
詳
)
を
南
康
に
敗
り
、
七
月
に
は
崇
義
の
「
偽
燕
王
」
ら
「
贋
賊
」
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(

臼

)

の
係
部
を
退
け
る
。
そ
し
て
十
二
月
、
向
可
喜

・
歌
纏
茂
が
士
口
安
方
面
か
ら
南
下
し
た
際
に
府
内
の
多
く
の
抗
清
勢
力
が
勤
滅
さ
れ
た
の
で
あ

る。

お

オつ

り

以
上
金
聾
桓
の
反
範
の
経
過
と
反
凱
以
降
の
各
地
の
抗
清
の
動
き
を
ざ
っ
と
記
し
て
み
た
。
金
の
反
凱
は
確
か
に
順
治
三
年
末
以
降
や
や
下

火
と
な
っ
て
い
た
抗
清
勢
力
の
運
動
を
再
び
活
法
化
さ
せ
た
。
と
は
言
え
最
終
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
で
失
敗
に
聞
し
た
の
で
あ
る
。

理
由
と
し
て
は
①
順
治
二
年
六
月
以
来
、
金
は
復
明
抗
清
勢
力
の
征
討
に
首
っ
て
い
た
。

賞
が
不
十
分
で
あ
る
事
、
江
西
の
地
方
官
〔
文
官
〕
よ
り
の
墜
力
等
〉
へ
の
不
満
が
直
接
の
原
因
で
あ
り
、
何
ら
か
の
契
機
に
よ
っ
て

「
反
正
H

復
明
」

そ
の
彼
が
皐
兵
し
た
の
は
専
ら
清
廷
の
政
策
(
恩

に
努
め
る
べ
き
だ
と
の
強
い
意
識
を
抱
き
始
め
た
か
ら
で
は
な
い
。
従
っ
て
た
と
え
金
が
復
明
抗
清
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
か
か
げ
て
も
、
周
園
の

で
あ
っ
た
。事
兵
の
事
前
工
作
も
二
人
の
幕
友
や
主
な
部
下
(
江
西
各
地
〔
主
に
北
宇
部
〕
に
駐
す
る
金
の
子
飼
い
の
者
。
高
進
庫
ら
他
省
よ
り
の
援
兵
は
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者
は
そ
れ
が
員
に
忠
義
心
か
ら
出
た
も
の
と
は
信
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
②
こ
の
た
め
金

・
王
と
他
の
抗
清
勢
力
と
の
連
婦
が
甚
だ
不
十
分

除
外
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
)
で
内
密
に
行
わ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
ろ
う
。

翠
丘
ハ
後
に
つ
い
て
は
③
金
・
王
の
本
隊
が
江
南
な
い
し
湖
康
に
向
わ
ず
、

高
ら
の
擦
る
鞍
州
を
包
囲
し
た
事
で
貴
重
な
時
聞
を
浪
費
し
、

か
つ
清
軍
に
反
撃
の
齢
裕
を
輿
え
た
。
④
鞍
州
か
ら
南
昌
へ
戻
っ
て
以
後
、

ひ

た
す
ら
龍
城
を
績
け
て
、
来
る
あ
て
の
な
い
援
兵
の
到
来
を
待
ち
、
結
局
自
か
ら
破
滅
を
招
い
た
事
な
ど
が
翠
げ
ら
れ
よ
う
。

一
方
清
廷
の
中
植
に
あ
る
者
に
と
っ
て
は
金
・
王
の
反
靴
は
必
ず
し
も
漁
期
せ
ぬ
突
譲
事
件
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
如
く
四

年
以
後
、
明
末
以
来
の
有
力
な
漢
人
武
将
へ
の
拘
束
を
強
め
て
い
た
清
廷
に
と
っ
て
、
金

・
王
の
反
は
彼
ら
が
大
人
し
く
兵
擢
を
手
離
す
の
で

な
い
限
り
十
分
譲
想
し
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
先
に
金
・
王
が
略
定
し
た
江
西
を
、
今
回
の
反
凱
を
機
に
改
め
て
八
旗
兵
を
迭
っ
て
蕩

卒
し
、
清
領
の
一
部
と
し
て
確
定
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

金
聾
桓
と
同
様
明
末
の
襲
範
の
中
で
巧
み
に
身
を
慮
し
、
新
興
の
清
朝
に
協
力
し
つ
つ
買
力
を
貯
え
て
い
た
漢
人
武
将
の
う
ち
、
康
東
の
李



「
逆
臣
」

成
棟
、
大
同
の
菱
寝
が
金
の
反
凱
が
鎮
定
さ
れ
る
以
前
に
や
は
り
清
に
叛
き
、
金
と
同
じ
よ
う
に
「
逆
臣
」
と
し
て
諒
滅
さ
れ
る
。

と
な
っ
た
漢
人
武
将
(
彼
ら
が
「
逆
臣
」
と
な
っ
た
原
因
を
探
れ
ば
、
清
廷
の
政
策
に
因
る
事
が
多
い
が
)
の
反
凱
の
鎮
定
は
、

す
清
朝
に
と
り
歓
く
事
の
で
き
な
い
一
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、

員
の
中
園
統

一
を
目
指

あ
る
。

こ
れ
を
克
服
し
て
始
め
て
正
統
王
朝
と
し
て
の
政
権
基
盤
が
確
立
し
て
い
く
の
で
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註(
1
〉
呉
勝
兆
・
李
際
遇
・
高
進
忠
・
王
光
恩
等
を
指
す
。

(
2
〉
周
文
郁
『
透
事
小
紀
』
巻
一
一
一
「
協
勅
紀
事
」
参
照
。
こ
こ
で
は
金
聾

垣
と
す
る
が
務
桓
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

(

3

)

『
園
権
』
俳
句
九
九
。

(

4

)

『
清
史
列
俸
』
径
七
九
「
左
夢
庚
停
」
。

(
5
)

『
明
清
史
料
』
丙
・

5

・
州
「
江
西
提
督
金
聾
桓
呈
総
督
修
文
」
等

参
照
。

(

6

)

清
初
に
お
け
る
遼
人
の
任
用
に
関
し
て
は
他
日
稿
を
改
め
て
鰯
れ
て

み
た
く
思
う
。

(

7

)

『
明
清
史
料
』
丙
・

6
-
m
「
江
西
巡
撫
李
朔
鳳
掲
帖
」
、
『
道
光
・

義
寧
州
志
』
巻

二
ニ
、
武
事
。

(
8
〉
『
明
清
史
料
』
甲
・

2
-
m及
び
旧
「
江
西
巡
撫
李
朔
鳳
掲
帖
」
。

(

9

)

『
小
政
紀
年
柑
孜
』
は
永
寧
王
の
死
と
撫
州
の
陥
落
を
三
年
四
月
と

す
る
も
、
今
『
順
治
貫
録
』
容
二
三
、
正
月
十
三
日
の
僚
に
従
う
。

(
叩
)
『
明
清
史
料
』
丙
・

6

・
m
「
江
西
巡
撫
李
開
閉
鳳
掲
帖
」
。

〈

U
)

『
小
脈
紀
年
約
孜
』
倉
一
一
一
。

(
ロ
)
『
明
清
史
料
』
丙
・

7
・
州
「
江
西
巡
振
章
子
天
掲
帖
」
。

(
日
)
『
順
治
貫
録
』
巻
二
七
、
三
年
八
月
十
三
日
。

(
比
〉
『
乾
隆
・
績
州
府
士
山
』
巻
二
六
、
軍
政
下
、
武
事
。
楊
細
稼
及
び
密
密

教
に
つ
い
て
は
大
津
穎
浩
氏
「
明
末
清
初
の
密
密
数
に
つ
い
て
」
(
『
山

根
数
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢
(
上〉
』、

一
九
九

O
、
所
収
〉

参
照
。

(
日
)
『
道
光

・
龍
南
勝
士
山
』
俳
句
三
、
政
事
志
、
裁
定
。
ま
た
『
光
緒
・

上

猶
豚
士
山
』
巻
七
、
兵
防
志
、
兵
事
に
見
え
る

「
流
意
葉
校
春
」
も
同
一

人
物
か
。

〈

v
m
)

註
(
日
〉
の
『
道
光
・
龍
南
豚
志
』
と
向
。

(
口
)
同
右
。
劉
耀
中
の
反
鋭
に
つ
い
て
は
谷
口
規
矩
雄
氏
「
『
金
・
王
の

第
』
と
そ
れ
を
巡
る
諸
反
乱
」
(
『
大
阪
大
拳
教
養
部
研
究
集
録
』
一
一
一

八
)
一
一
一
一
良
参
照
。

(
国
〉
『
乾
隆
・
定
南
廃
士
山
』
各
五
、
群
異
、
兵
冠
。

(
川
口
〉
『
光
緒
・
長
寧
豚
士
山
』
各
三
、
軍
政
士
山
、
兵
冠
。

(
初
〉
『
小
腺
紀
惇
』
補
遺
巻
て
宗
落
。

(
幻
)
『
道
光

・
寧
都
直
線
州
士山
』
巻

一四、

武
事
志
。

(
勾
)
同
右
。

(
幻
)
『
明
清
史
料
』
丙

・
7
・
叩
「
南
報
徳
兵
拘
永
盛
題
本
」。
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(
川
品
)
最
も
抗
清
運
動
が
盛
ん
な
南
部
に
金
の
直
接
の
部
下
で
は
な
い
江
南

の
援
丘
(
が
駐
屯
し
た
事
は
、
後
の
金
の
反
飢
の
行
方
に
大
き
な
影
響
を

輿
え
る
(
後
述
)
。

(
お
)
『
明
清
史
料
』
丙

・
6
-
m
「
江
西
線
兵
金
獲
桓
残
啓
本
」
。
ま
た

『
清
史
列
俸
』
巻
七
九
の
孫
の
俸
で
は
、
彼
は
高
進
庫
に
も
徳
兵
の
衡

を
奥
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

(
お
)
『
順
治
貫
録
』
巻
二
八
、
三
年
十
月
二
十
日
。

(
幻
)
『
順
治
貫
録
』
巻
二
六
、
三
年
五
月
十
五
日
。

(
お
)
『
順
治
貫
録
』
巻
三
二
、
四
年
五
月
二
十
日
の
傑
で
は
劉
を

「
南
昌

府
副
将
」
と
し
、

『
明
清
史
料
』
甲
・

3
-
m
「
祈
江
一
隅
建
総
督
張
存

仁
掲
帖
」
で
は
郭
を
「
江
西
忠
勇
管
副
将
」
と
す
る
。

(
却
)

『
清
史
列
俸
』
単
位
七
八

「
高
進
庫
俸
」
。

(
鈎
)

『
明
清
史
料
』
丙
・

7

・
附
「
江
西
巡
撫
章
子
天
掲
帖
」
。

(
但
)
『
清
史
列
停
』
径
八

O
「
章
子
天
停
」
、
『
江
繁
紀
略
』
各
て
『
三

務
紀
事
本
末
』
倉
一
一
一
「
金
王
之
飢
」

等。

(
幻
)
註
(
1
〉
で
翠
げ
た
武
将
の
う
ち
、
蘇
松
提
督
奥
勝
兆
は
四
月
謀
叛
を

護
っ
て
失
敗
、
五
月
に
は
総
兵
李
際
遇

・
丁
啓
光
ら
が
賊
熊
王
道
士
と

遁
謀
し
て
い
た
と
し
て
一
族
と
殺
さ
れ
、
六
月
に
は
武
器
を
隠
し
持
っ

て
い
た
と
下
僕
に
告
表
さ
れ
た
総
兵
高
進
忠
が
珠
に
伏
し
、
同
じ
六
月

に
は
郎
褒
総
丘
(王
光
恩
が
罪
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
た
め
弟
の
王
光
泰
ら

が
翠
兵
す
る
。

(
幻
)
こ
れ
は
順
治
三
年
に
清
軍
に
殺
さ
れ
た
唐
王
が
ひ
そ
か
に
生
存
し
て

い
る
と
の
噂
を
信
じ
た
た
め
だ
が
、
後
事
寅
無
根
と
知
る
と
庚
西
の
桂

王
を
擁
立
す
る
形
を
取
っ
て
永
暦
二
年
と
稽
し
た
。

(
川
持
)
金
の
激
は
河
南
総
兵
高
第
の
も
と
に
も
迭
ら
れ
て
い
る
(
『
順
治
寅

録
』
巻
三
七
、
五
年
三
月
二
十
三
日
)
。

(
お
)
『
図
朝
史
料
零
拾
』
径
二

「
安
徽
巡
撫
王
懐
掲
帖
」
、
『
明
清
史
料
』

丙

・
7

・
似
「
江
南
総
督
馬
園
柱
題
本
」
。

(町四)

『明
清
史
料
』
甲
・

3
-
m
「
湖
庚
提
督
何
氷
盛
掲
帖
」
。

(
幻
)
『
明
清
史
料
』
丙
・

8
-m
「
江
南
総
督
馬
園
柱
掲
帖
」。

(
お
)
『
明
清
史
料
』
甲
・

3
・
m
「
江
西
巡
撫
朱
延
慶
掲
帖
」
に
接
る
と

康
時
昇
と
越
鳴
は
共
に
山
東
謬
州
の
人
で
金
の
至
っ
た
順
治
二
年
六
月

以
前
よ
り
江
西
に
駐
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(
ぬ
)
『
同
治
・
南
城
豚
士
山
』
巻
五
之
五
、
武
備
志
、
武
事
。

(
幼
)
『
順
治
貫
録
』
巻
五

O
、
七
年
十
月
二
十
日
。

(
4
)

な
お
張
自
盛
・
曹
大
鏑
と
洪
園
玉
、
李
安
民
(
洪
・
李
は
掲
重
照
と

同
じ
頃
捕
わ
れ
る
)
の
四
人
は
、
金
・
王
の
徐
衆
と
一
隅
建
と
の
境
界
に

援
っ
て
「
四
大
営
」
と
呼
ば
れ
る
。

(
必
)
『
康
照
・
新
栓
豚
士
山
』
巻
五
、
農
政
志
及
び
『
順
治
貫
録
』
巻
四

六
、
六
年
十
一
月
一
一一
目
。

(
必
)
『
同
治
・
宜
春
豚
士
山
』
各
五
、
武
備
士
山
、
武
事
、
『
同
治

・
搾
郷
豚

士
山
』
巻
五
、
武
備
志
、
武
事
、
『
乾
隆

・
蒙
州
府
士
山
』
巻
一
五
、
武

術
、
丘
ハ
気
。

(
U
H
)

『
明
清
史
料
』
丙

・
8
-m
「
南
務
総
丘
一
胡
有
陸
掲
帖
」。

(
必
)

『乾
隆

・
写
都
豚
志
』
径
一
一

、
紀
事
士山
、
豚
事
、

『
同
治

・
輿
園

係
志
』
省
一
四
、
武
事
。

(
必
)
『
道
光

・
龍
南
鯨
士
山
』
巻
三
、
政
事
志
、
殿
冠
。
『
乾
隆

・
定
南
腐

志
』
各
五
、
鮮
呉
、
丘
ハ
冠
。

(
幻
)
『
明
清
史
料
』
丙
・

8
-m
「
南
緒
巡
撫
劉
武
元
掲
帖
L

。

(
泊
四
)
『
明
清
史
料
』
丙

・
8
-
m及
び
丙

・
8
・
m
「
南
績
巡
撫
劉
武
元
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残
掲
帖
」
。

(
同
日
)
『
道
光
・
南
雄
直
隷
州
士
山
』
巻
三
四
、
編
年
。

(
印
)
『
光
緒
・
南
安
府
志
補
正
』
巻
一

O
、
武
事
。

(
日
〉
『
順
治
貫
録
』
径
四
三
、
六
年
三
月
二
十
五
日
。

(
臼
)
『
明
清
史
料
』
丙
・

8
-
m
「
南
績
巡
撫
劉
武
元
奏
本
」
及
び
甲
・

3
-
m
「
南
諸
巡
撫
劉
武
元
掲
帖
」。

附
記
本
稿
は
金
抑
留
桓
と
い
う
明
末
清
初
の
一
武
時
間
の
動
向
を
遁
じ
て
、
蛍

時
の
武
官
の
位
置
や
そ
れ
に
射
す
る
入
関
直
後
の
清
朝
の
施
策
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
部
で
抗
清
運
動
に
つ
い
て
も
述

543 

べ
た
が
、
主
眼
は
漢
人
武
将
へ
の
考
察
で
あ
り
、
こ
の
勃
先
の
拙
論

(
「
大
同
線
兵
萎
壊
と
そ
の
反
飢
L

『
史
苑
』
必
|

1
、
一
九
八
八
)
と

軌
を
同
じ
く
す
る
。
な
お
最
近
明
ら
か
に
な
っ
た
谷
口
規
矩
雄
氏
の
論

考
(
「
『
金
・
王
の
愛』

と
そ
れ
を
巡
る
諸
反
乱
」
『
大
阪
大
息
十
数
護
部

研
究
集
録
』
三
八
、
一
九
九

O
)
は
特
に
緒
州
方
面
に
重
黙
を
置
き
な

が
ら
、
金
・
王
の
第
と
呼
態
勢
力
の
動
向
に
鰯
れ
ら
れ
ま
た
、
呉
金
成

氏
「
明
末
・
清
初
江
西
南
部
の
祉
舎
と
紳
士
」
(
『
山
根
教
授
退
休
記
念

明
代
史
論
叢
(
下
)
』
、
一
九
九

O
、
所
収
)
も
明
・
清
聞
の
緒
州
の
戟

飢
と
祉
舎
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
雨
氏
の
研
究
成
果
を
本
稿

に
と
り
入
れ
る
時
閥
的
徐
裕
が
な
か
っ
た
黙
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。
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in economically advanced districts. As ａ result the great confusion were

aroused in society and economy.　In this article l try to describe the politi-

cal history first,that Zhangshi, the empress of χiaozong 孝宗, kept her

influence during Hongzhi 弘治, Zhengde正徳and the early years of Jiajing

嘉靖. And ｌ analyse their own way of securing the source from the aspects

of estate, commercial tａχ　and　salt,which her brothers (Zhang　Heling

張鶴齢and Zhang Yanling張延齢）took by making use of the opportunity.

Its character is that dividing the possession of the state, they established

their own organization of exploitation, and controlled Jiaren 家人stratum

［wulai無頼］andlords, merchants, etc.), who were parasitic on it. But

once they lost their support in the court, most of imperial consort fell

rapidly. Their foundation of power was uncertain.

THE JIANGXI PROVINCIAL MILITARY COMMANDER

　　　

JIN SHENGHUAN 金聾桓AND HIS REVOLT

Watanabe Osamu

　　　

The purpose of this paper is to understand the position of Chinese

military ｏ伍cers from the late Ming to the early Qing by considering the

movement of the Qing's provincial militarycommander Jin Shenghuan who

rose in revolt in Jiangxi in the 5th year of Shunzhi 順治(1648), and was

put down in the ｎｅχtyear.

　　　

l describe brieflythat Jin Shenghuan before the 5th month of the 2nd

year (of Shunzhi) when he surrendered the Qing troops,put together region

by region the process that it controlled Jiangχisuppressing the restration

power of Ming dynasty from the 6th month of the 2nd year to about the

10th month of the ｎｅχtyear. And l try to research the background of the

revolt mentioning the affairsabout Jin (tｈｅｃｏｎ丑ictwith Wang Tizhong

王膿忠, the discord with Sun Zhixie 孫之禦)ｉｎJiangxi afterthe 6th month

of the 2nd year. And l take"it as the directcause of revolt that the Qing

dynasty changed the policy for Chinese militaryｏ伍cersin the 4th year and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



civil o伍cers (for example, Jiangxi provincial governor 巡撫Zhang Yu-

tian章于天) looked down on them, and l refer to the progress of revolt

according to the regions｡

　　

So, I point that the Qing dynasty controlled all parts using the power

of military ｏ伍cerslike Jin, but itｅχeludedtheir domination in order to

build up the power base and realized the real unity.

　　　

THE TRANSITION OF LAW IN THE

EIGHTEENTH-CENTURY KHALKHA MONGOLIA

Hagihara Mamoru

　　

As to the legislation of Khalkha Mongolia (Outer Mongolia) under

the reign of the Qing dynasty, the following facts has been known, that

is, the fact that they had established laws by themselves before 1728, and

the cases of application of the Mongol Code of the Qing government 清朝

蒙古例(the Mongol Code enacted by the Qing government) after 1789･

However there are no studies about the legislation of that siχty ｙｅａｒｓ，so

the change from the original law of Khalkha to the Mongol Code of the

Qing government has not been clear at a11｡

　　

This article fixed that the unidentified　law, applied in　1784 to the

case of ａ horse thief in Khalkha, was the one established in 1746 by the

royalty of the four parts of Khalkha, and then proved that （ｏｎthe other

hand) the same law was the compromise law interpreted and revised

independently by Mongolian from the Mongol Code of the Qing gover-

nment.

　

And this article discovered that ａ part of the law of ］χ/［ｏｎｇ０１１ａ，

and supported that the change from the original law of Khalkha to the

law of Mongolia by the Qing dynasty had progressed gradually during

about sixty years, namely, from 1728 through the compromise law of 1746

t0 1789. The author considers that this change was not made at once but

was made little by little using both laws.

－４－


